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は
じ
め
に

　
牟
岐
町
は
、
徳
島
県
の
南
部
に
位
置
す

る
海
部
郡
の
中
央
に
あ
り
、
南
は
太
平
洋

に
臨
み
、
東
面
と
北
面
の
半
分
は
美
波
町

に
接
し
、
北
面
の
西
半
分
と
西
南
は
海
陽

町
に
接
し
て
い
ま
す
。
面
積
は
五
六
・
六

二
㎢
で
、
町
域
の
約
八
七
％
が
山
地
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
町
の
人
口
は
三
、
九
〇
〇
人
（
令
和
三

年
四
月
一
日
現
在
・
住
民
基
本
台
帳
）
で
、

六
五
歳
以
上
の
人
口
は
五
二
・
一
五
％
と

町
民
の
半
数
を
超
え
て
い
ま
す
。

　
全
国
的
に
少
子
高
齢
化
が
進
行
す
る
な

か
、
牟
岐
町
に
お
い
て
も
、
人
口
減
少
・

高
齢
化
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
牟
岐
町
に
は
豊
か
な

自
然
、
町
民
に
よ
っ
て
昔
か
ら
営
ま
れ
て

き
た
暮
ら
し
が
培
っ
た
文
化
が
息
づ
い
て

い
ま
す
。

　
地
域
に
眠
る
潜
在
的
な
魅
力
・
価
値
を

掘
り
起
こ
し
、
牟
岐
町
な
ら
で
は
の
強
み

を
活
か
し
て
、
町
を
活
性
化
し
て
い
く
将

来
を
見
据
え
た
取
り
組
み
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
牟
岐
町
で
の
取
り
組
み
の

一
端
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

出
羽
島
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区

　
牟
岐
港
か
ら
連
絡
船
に
乗
船
し
、
約
十

五
分
で
着
く
出
羽
島
は
、
古
く
は
江
戸
時

代
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
初
期
と
、
各
時

代
に
建
て
ら
れ
た
歴
史
的
な
建
物
が
道
沿

い
に
連
な
り
、
そ
れ
ら
が
石
積
み
や
路
地

な
ど
の
周
り
の
景
観
と
あ
わ
さ
っ
て
、
非

常
に
趣
の
あ
る
牟
岐
町
の
魅
力
的
な
地
域

の
一
つ
で
す
。

　
全
国
的
に
み
て
も
価
値
が
高
い
と
評
価

さ
れ
た
町
並
み
の
保
存
・
整
備
を
進
め
る

た
め
、
現
在
、
伝
統
的
な
建
物
の
文
化
財

と
し
て
の
修
理
や
、
景
観
調
和
を
目
指
し

た
環
境
整
備
な
ど
行
っ
て
い
ま
す
。

　
文
化
財
と
し
て
国
か
ら
選
定
さ
れ
、
保

存
・
整
備
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
と
は
異
な
る
興
味
・
関
心
を
持
つ
人

が
牟
岐
町
に
来
な
い
と
見
ら
れ
な
い
も
の

地
域
特
性
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
と

　
　
　
郷
土
の
明
日
を
担
う
人
材
の
育
成

枡
　
富
　
　
　
治

牟
岐
町
長

地
域
特
性
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
と

　
　
　
郷
土
の
明
日
を
担
う
人
材
の
育
成

牟岐町全景

出　羽　島
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を
見
る
た
め
に
遠
方
か
ら
訪
れ
る
な
ど
、

新
た
な
変
化
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
他
の
場
所
に
は
な
い
牟
岐
町
の
魅
力

が
ま
た
一
つ
増
え
た
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
町
内
で
育
ま
れ

て
き
た
文
化
を
継
承
し
な
が
ら
、
そ
の
他

の
様
々
な
事
業
と
連
携
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
牟
岐
町
全
体
が
よ
り
良
い
方
向

へ
向
か
い
、
地
域
の
継
続
・
発
展
に
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
を
大
い
に
期
待
す
る
と

こ
ろ
で
す
。

実み

生
し
ょ
う

柚ゆ

子ず

　「
実
生
柚
子
」
と
は
、
接
ぎ
木
せ
ず
種

か
ら
自
ら
の
根
に
よ
り
成
長
し
た
柚
子
で
、

一
般
的
に
樹
勢
が
強
く
、
実
に
苦
み
が
少

な
く
、
香
り
が
強
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
来
よ
り
播
種
か
ら
収
穫
す
る
ま
で
十
八

年
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
牟
岐
町
に
お
い
て
「
実
生
柚
子
」
は
古

く
か
ら
「
柚
子
酢
」
と
し
て
地
域
の
食
文

化
に
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
山
間
部
の

水
田
に
向
か
な
い
土
地
や
各
家
庭
の
庭
に

多
く
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
高

齢
化
に
よ
り
管
理
・
収
穫
さ
れ
な
く
な
っ

た
樹
が
増
加
し
、
徐
々
に
枯
死
し
数
量
が

減
少
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
収
穫
さ
れ
な

い
実
は
鳥
獣
の
エ
サ
と
な
り
、
鳥
獣
被
害

の
増
加
の
一
因
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
国
内
や
Ｅ
Ｕ
で
の
「
実
生
柚

子
」
の
需
要
の
高
ま
り
を
受
け
、
牟
岐
町

に
お
い
て
「
実
生
柚
子
」
の
樹
を
再
生
し
、

活
用
さ
れ
て
い
な
い
資
源
を
地
域
の
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、

「
実
生
柚
子
」
を
フ
ラ
ン
ス
へ
輸
出
す
る

取
り
組
み
を
令
和
元
年
度
か
ら
徳
島
県
・

Ｊ
Ａ
か
い
ふ
と
連
携
し
て
開
始
し
、
関
係

者
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
何
と
か
令
和
二
年

八
月
に
フ
ラ
ン
ス
へ
輸
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　
希
少
性
と
品
質
の
高
さ
か
ら
、
三
ツ
星

レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ
フ
か
ら
も
非
常
に
高

い
評
価
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
農
水
産
物
の
消
費
は

低
迷
、
価
格
も
下
落
し
、
非
常
に
厳
し
い

状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
負
け
る

こ
と
な
く
、
今
後
も
販
路
拡
大
や
新
た
な

商
品
の
開
発
、
Ｐ
Ｒ
活
動
を
続
け
、
地
域

ブ
ラ
ン
ド
の
さ
ら
な
る
確
立
と
農
業
者
の

所
得
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

郷
土
の
明
日
を
担
う
人
材
の

育
成

　
ま
ち
づ
く
り
は
人
づ
く
り
と
の
観
点
か

ら
様
々
な
人
と
の
つ
な
が
り
や
体
験
を
大

切
に
し
た
教
育
に
よ
り
、
新
た
な
視
点
や

発
想
に
基
づ
く
価
値
を
創
造
し
、
主
体
的

に
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
く
子
ど
も
た
ち

の
育
成
を
図
る
た
め
、「
シ
ラ
タ
マ
活
動
」

の
推
進
と
「
ロ
ー
カ
ル
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
」

の
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。

　「
シ
ラ
タ
マ
活
動
」
と
は
、
一
般
社
団

法
人
Ｈ
Ｌ
Ａ
Ｂ
の
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
を
経

験
し
、
牟
岐
町
へ
恩
返
し
が
し
た
い
と
い

う
大
学
生
た
ち
が
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ひ
と
つ

む
ぎ
」
を
立
ち
上
げ
、
地
域
住
民
と
中
学

生
の
間
に
入
り
な
が
ら
中
学
生
の
発
言
を

引
き
出
し
、
主
体
性
・
協
調
性
を
身
に
着

け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
社
会
教
育
活
動

で
す
。

　
一
貫
教
育
を
行
っ
て
い
る
牟
岐
町
で
は
、

「
人
間
関
係
の
固
定
化
に
よ
る
内
向
き
志

向
」
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
地

域
課
題
に
対
し
て
大
学
生
と
地
域
住
民
が

協
力
し
て
取
り
組
む
こ
と
で
課
題
解
決
へ

と
繋
げ
て
い
き
ま
す
。

　
こ
の
活
動
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
瞳
が

輝
き
ま
す
。
横
に
い
て
く
れ
る
の
が
、
先

生
で
は
な
く
大
学
生
の
お
兄
さ
ん
、
お
姉

さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
自

然
体
で
い
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
思
っ
た

こ
と
を
発
言
し
、
仲
間
の
意
見
を
受
け
入

れ
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
は
成
長
し
て
い
き

ま
す
。

　
令
和
二
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
全
国
的
な
拡
大
の
影
響
を
受
け
、

残
念
な
が
ら
、
夏
に
成
果
報
告
を
兼
ね
た

イ
ベ
ン
ト
実
施
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
子
ど
も
た
ち
は
可
能
な
範
囲
で
成
果

を
発
表
し
て
い
ま
す
。

　
シ
ラ
タ
マ
活
動
の
一
期
生
た
ち
が
高
校

生
に
な
っ
て
も
仲
間
の
集
え
る
場
所
が
あ

れ
ば
と
誕
生
し
た
の
が
「
ロ
ー
カ
ル
ハ
イ

ス
ク
ー
ル
」
で
す
。
牟
岐
町
に
は
高
校
が

な
い
た
め
、
中
学
校
を
卒
業
す
る
と
町
外

の
高
校
へ
と
通
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
郡

外
へ
の
高
校
へ
進
学
し
た
子
ど
も
た
ち
は

寮
生
活
等
で
牟
岐
へ
帰
る
機
会
も
薄
れ
て

い
く
の
が
現
状
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
生

徒
た
ち
が
集
え
る
場
と
し
て
夏
休
み
期
間

に
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
、
春
休
み
期
間
に
ス

巻頭言　地域特性を活かしたまちづくりと郷土の明日を担う人材の育成

実 生 柚 子
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プ
リ
ン
グ
キ
ャ
ン
プ
と
銘
打
っ
て
開
催
し

て
い
ま
す
。

　
ロ
ー
カ
ル
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
で
は
、
地
域

内
外
で
地
域
の
活
性
化
な
ど
を
目
的
に
魅

力
あ
ふ
れ
る
活
動
を
し
て
い
る
社
会
人
・

大
学
生
を
講
師
と
し
て
、
講
座
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
の
合
宿
等
を
行
っ
て
い

ま
す
。
自
分
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
る
人

を
見
つ
け
、
自
分
の
人
生
設
計
に
幅
を
持

た
せ
る
こ
と
を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
二
年
度
に
お
い
て
は
残
念
で
は
あ

り
ま
す
が
、
県
外
大
学
生
な
ど
と
は
リ

モ
ー
ト
で
繋
が
り
可
能
な
範
囲
で
実
施
し
、

成
果
を
出
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
我
が
牟
岐
町
を

故
郷
と
し
て
愛
着
を
持
ち
、
将
来
こ
の
牟

岐
町
へ
帰
っ
て
き
て
く
れ
る
若
者
が
生
ま

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
へ
の

備
え

　
牟
岐
町
は
、
太
平
洋
を
望
む
景
観
に
恵

ま
れ
た
立
地
で
す
が
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大

地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
大
規
模
な

災
害
を
避
け
が
た
い
地
域
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。

　
唯
一
の
幹
線
道
路
で
あ
る
国
道
五
五
号

線
が
寸
断
さ
れ
、
地
域
の
孤
立
も
起
こ
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
平
時

に
お
い
て
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
に
備
え

る
べ
く
、
日
頃
よ
り
、
国
、
県
、
町
が
連

携
し
、
津
波
回
避
バ
イ
パ
ス
と
な
る
「
牟

岐
バ
イ
パ
ス
」
の
整
備
の
他
、「
県
立
病

院
の
高
台
移
転
」
や
「
避
難
広
場
の
整
備
」

な
ど
、
県
南
地
域
の
防
災
拠
点
づ
く
り
に

三
位
一
体
で
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
安
全
確
保
モ
デ
ル
事
業

　
令
和
二
年
度
に
牟
岐
町
で
、
行
政
、
地

域
住
民
、
学
校
関
係
者
、
専
門
家
に
よ
る

協
議
会
を
設
置
し
、
地
域
の
安
全
な
避
難

路
の
確
保
を
目
的
に
地
区
内
の
ブ
ロ
ッ
ク

塀
等
の
安
全
点
検
や
対
策
・
検
討
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
具
体
的
な
取
り
組
み
内
容
と
し
て
、
地

区
内
の
道
路
沿
い
に
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

分
布
及
び
点
検
調
査
を
実
施
し
、
点
検
結

果
を
四
段
階
で
評
価
し
た
結
果
を
地
図
上

に
描
い
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
倒
壊
危
険
度
地
図

を
作
成
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
を
も
と
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
点

検
結
果
通
知
・
撤
去
呼
び
か
け
の
チ
ラ
シ

を
作
成
し
、
所
有
者
に
対
し
て
、
点
検
結

果
の
説
明
と
撤
去
の
呼
び
か
け
を
行
い
ま

し
た
。

　
ま
た
、
自
主
防
災
組
織
・
民
生
委
員
・

防
災
サ
ー
ク
ル
（
牟
岐
小
・
中
学
生
）
関

係
者
を
対
象
に
安
全
な
避
難
路
の
検
討
を

目
的
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、

地
区
毎
の
防
災
の
強
み
・
弱
み
・
必
要
な

対
策
の
共
有
や
津
波
避
難
地
図
の
作
成
を

し
ま
し
た
。

　
具
体
的
な
成
果
と
し
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク

塀
所
有
者
へ
の
撤
去
呼
び
か
け
に
よ
る
撤

去
申
請
の
問
い
合
せ
が
あ
り
、
手
続
き
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
通
じ
て
、
地
域
の
自
主

防
災
活
動
（
夜
間
避
難
訓
練
や
防
災
倉
庫

整
備
等
）
が
進
み
、
地
区
毎
の
津
波
避
難

地
図
の
作
成
に
よ
り
、
避
難
路
の
障
害
や

安
全
な
避
難
路
、
避
難
時
間
が
明
確
に

な
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
今
後
の
課
題
及
び
取
り
組
み
と
し
て
、

避
難
路
の
対
策
優
先
度
の
高
い
ブ
ロ
ッ
ク

塀
を
選
定
し
、
撤
去
・
改
修
の
促
進
を
図

り
、
地
区
内
で
の
避
難
路
・
暗
渠
啓
発
に

関
す
る
看
板
を
設
置
し
、
地
域
住
民
及
び

町
外
訪
問
者
へ
の
啓
発
を
行
っ
て
い
き
ま

す
。結

び
に

　
牟
岐
町
も
少
子
高
齢
化
な
ど
年
々
人
口

が
減
り
続
け
様
々
な
課
題
に
直
面
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
全
国
的
に
依
然
と
し
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
新
規
感

染
者
が
増
え
続
け
て
い
る
状
況
で
す
。

　
令
和
三
年
度
に
お
き
ま
し
て
も
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
警
戒
を
継

続
し
つ
つ
、
各
分
野
に
お
け
る
様
々
な
施

策
と
併
せ
て
、
感
染
防
止
対
策
や
生
活
支

援
、
地
域
経
済
活
動
の
活
性
化
な
ど
住
民

生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保
を
最
優
先
に

取
り
組
む
と
と
も
に
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
皆

様
に
「
牟
岐
町
に
住
ん
で
よ
か
っ
た
」
と

思
っ
て
も
ら
え
る
。
ま
た
、
生
ま
れ
育
っ

た
「
ふ
る
さ
と
牟
岐
」
へ
帰
っ
て
き
て
も

ら
え
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

避難広場と牟岐バイパス（工事中）

地域の安全確保モデル事業
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１
　
は
じ
め
に

　「
地
方
財
政
計
画
」
は
、
地
方
交
付
税
法
第
七
条
の

規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
「
地
方
団
体
の
歳
入
歳
出

総
額
の
見
込
額
に
関
す
る
書
類
」
の
こ
と
で
あ
り
、
同

条
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
一

般
へ
の
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
計
画
は
、
人
口
や
産
業
集
積
の
度
合
い
に
よ
る

地
域
間
格
差
や
景
気
の
動
向
に
よ
る
税
収
の
年
度
間
格

差
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
団
体
が
そ
の
重
要
な
責
任
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

　
○ 

地
方
交
付
税
制
度
と
関
連
し
て
、
地
方
財
源
を
保

障
す
る
機
能

　
○ 

地
方
団
体
に
お
け
る
当
該
年
度
の
「
財
政
運
営
の

指
針
」
と
し
て
の
機
能

　
○ 

「
国
家
財
政
・
国
民
経
済
等
と
の
整
合
性
」
を
確

保
す
る
機
能

を
担
っ
て
い
ま
す
。

２
　
令
和
三
年
度
の

　
　
　
　
　
　
地
方
財
政
計
画

　
令
和
三
年
度
の
地
方
財
政
計
画
は
、
一
月
二
十
九

日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
会
に
提
出
さ
れ
る
と
と
も

に
、
一
般
に
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
東
日

本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
八
年
度
か
ら
、
被
災
地
が
自
立
し
、
地
方
創
生

の
モ
デ
ル
と
な
る
復
興
を
目
指
す
「
復
興
・
創
生
期
間
」

に
移
行
し
て
い
ま
す
が
、
引
き
続
き
「
通
常
収
支
分
」

と
「
東
日
本
大
震
災
分
」
に
区
分
し
て
整
理
さ
れ
て

い
ま
す
。

（
１
）
通
常
収
支
分

　
令
和
三
年
度
に
お
い
て
は
、
地
方
団
体
が
地
域
社
会

の
デ
ジ
タ
ル
化
や
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
、
地
方

創
生
の
推
進
等
に
取
り
組
み
つ
つ
、
交
付
団
体
を
は
じ

め
地
方
が
安
定
的
な
財
政
運
営
を
行
う
た
め
に
必
要
と

な
る
一
般
財
源
総
額
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
度
地
方
財

政
計
画
の
水
準
を
下
回
ら
な
い
よ
う
、
実
質
的
に
同
水

準
を
確
保
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
地
方
財
政
対
策
が

講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

　「
通
常
収
支
」
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
次
の
点
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
一
般
財
源
総
額
の
確
保

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
地

方
税
等
が
大
幅
な
減
収
と
な
る
中
、
地
方
の
安
定
的

な
財
政
運
営
に
必
要
な
一
般
財
源
総
額
（
地
方
税
、

地
方
譲
与
税
、
地
方
特
例
交
付
金
、
地
方
交
付
税
及

び
臨
時
財
政
対
策
債
の
合
計
額
）は
、交
付
団
体
ベ
ー

ス
で
前
年
度
を
〇
・
二
兆
円
上
回
る
六
二
・
○
兆
円

が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
方
交
付
税
総
額
は
、
国
加
算
な
ど
に
よ

り
、
前
年
度
を
〇
・
九
兆
円
上
回
る
一
七
・
四
兆
円

が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
臨
時
財
政
対
策
債
の
増
加
額
の
抑
制

　
臨
時
財
政
対
策
債
は
、
財
源
不
足
額
の
拡
大
に

よ
り
、
二
・
三
兆
円
の
大
幅
増
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

国
加
算
な
ど
に
よ
り
、
概
算
要
求
時
点
か
ら
は
一
・

三
兆
円
の
抑
制
が
図
ら
れ
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

時
に
お
け
る
平
成
二
十
二
年
度
の
七
・
七
兆
円
を

下
回
る
五
・
五
兆
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
地
方
交
付
税
の
法
定
率
分
の
減
少
も
あ

令
和
三
年
度
　
地
方
財
政
計
画
の
概
要
等
に
つ
い
て

市
町
村
課
係
長
（
企
画
財
政
担
当
）　

大
　
野
　
文
　
哉
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り
、
財
源
不
足
額
は
令
和
二
年
度
に
比
べ
て
五
・

六
兆
円
増
の
一
○
・
一
兆
円
と
な
り
、
三
年
ぶ
り

に
折
半
対
象
財
源
不
足
が
生
じ
て
い
ま
す
。

③
地
域
デ
ジ
タ
ル
社
会
推
進
費
の
創
設

　
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
全
国
展
開
や
５
Ｇ
サ
ー
ビ
ス
の

開
始
と
い
っ
た
、
情
報
通
信
基
盤
の
整
備
が
進
展
し

て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
後
こ
れ
ら
の
基
盤
を
有

効
に
活
用
し
て
す
べ
て
の
地
域
が
デ
ジ
タ
ル
化
の
メ

リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
る
、
地
域
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化

を
集
中
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
地

方
財
政
計
画
に
新
た
な
歳
出
と
し
て
、
令
和
三
年
度

と
四
年
度
に
限
っ
た
措
置
と
し
て
、
地
域
デ
ジ
タ
ル

社
会
推
進
費
が
〇
・
二
兆
円
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

④
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
対
策
の
推
進

○
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
費
の
大
幅
拡
充
・

延
長

　
近
年
、
災
害
が
激
甚
化
・
頻
発
化
す
る
中
、
地
方

団
体
が
引
き
続
き
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
対
策

に
取
り
組
め
る
よ
う
、「
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策

事
業
費
」
に
つ
い
て
、
政
府
を
挙
げ
て
取
り
組
む
流

域
治
水
対
策
等
を
対
象
事
業
に
追
加
し
、
所
要
事
業

費
と
し
て
一
、
○
○
○
億
円
増
額
さ
れ
る
と
と
も
に
、

事
業
期
間
は
、「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た

め
の
五
か
年
加
速
化
対
策
」
の
期
間
を
踏
ま
え
、
五

年
間
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
費
の
拡
充
・
延
長
等

　
近
年
、
災
害
が
激
甚
化
・
頻
発
化
す
る
中
、
地
方

団
体
が
引
き
続
き
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
対
策

に
取
り
組
め
る
よ
う
、「
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
費
」

に
つ
い
て
、
対
象
事
業
が
拡
充
（
避
難
所
に
お
け
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
、
社
会
福
祉
法

人
等
の
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
豪
雨
災
害
対
策
に
対

す
る
補
助
）
さ
れ
る
と
と
も
に
、
事
業
期
間
は
、「
防

災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
五
か
年
加
速
化

対
策
」
の
期
間
を
踏
ま
え
、
五
年
間
延
長
さ
れ
て
い

ま
す
。

○
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
等
の
防
災
対
策
の
強
化
等

　
近
年
、
自
然
災
害
が
激
甚
化
・
頻
発
化
す
る
中
、

防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
等
の
決
壊
等
に
よ
り
、
人

家
、
公
共
施
設
及
び
農
地
へ
被
害
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
防
災
工
事
の
推
進
及
び
適
切

な
維
持
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
防
災
重
点
農
業
用

た
め
池
の
防
災
工
事
に
係

る
地
方
財
政
措
置
が
拡
充

さ
れ
る
と
と
も
に
、
防
災

重
点
農
業
用
た
め
池
等
が

緊
急
浚
渫
推
進
事
業
費
の

対
象
に
追
加
さ
れ
て
い
ま

す
。

⑤
条
件
不
利
地
域
に
対
す
る

　
地
方
財
政
措
置
の
拡
充

　
旧
簡
易
水
道
事
業
（
統

合
後
の
上
水
道
事
業
）
の

建
設
改
良
に
係
る
経
費
に

つ
い
て
、
厳
し
い
経
営
状

況
等
を
踏
ま
え
、
地
方
財

政
措
置
が
拡
充
さ
れ
る
と

と
も
に
、
条
件
不
利
地
域

に
お
け
る
光
フ
ァ
イ
バ
等

の
整
備
を
引
き
続
き
推
進

す
る
た
め
、
過
疎
対
策
事

業
債
の
「
光
フ
ァ
イ
バ
等

整
備
特
別
分
」
が
継
続
し

て
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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⑥
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
平
年
度
化
に
伴
う
影
響

へ
の
対
応

　
令
和
二
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
に
つ
い
て
、
平
年
度
化
に
よ
る
期
末
手
当

の
支
給
月
数
の
増
に
よ
っ
て
生
じ
る
経
費
に
つ
い
て
、

一
般
行
政
経
費
の
単
独
と
、
公
営
企
業
繰
出
金
に
そ

れ
ぞ
れ
増
額
し
て
総
額
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑦
地
方
公
共
団
体
の
資
金
繰
り
へ
の
対
応

　
地
方
公
共
団
体
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
に
取
り
組
む
中
、
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な

い
よ
う
、
令
和
三
年
度
の
資
金
繰
り
対
策
と
し
て
、

「
地
方
債
に
対
す
る
公
的
資
金
の
大
幅
な
増
額
確
保
」

「
特
別
減
収
対
策
債
の
延
長
」「
公
営
企
業
に
お
け
る

特
別
減
収
対
策
企
業
債
の
延
長
」
等
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。

⑧
地
方
公
共
団
体
の
経
営
・
財
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
強
化

事
業
の
創
設

　
地
方
公
共
団
体
の
経
営
・
財
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

強
化
し
、
財
政
運
営
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
総

務
省
と
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の
共
同
事
業
と
し

て
、
団
体
の
状
況
や
要
請
に
応
じ
て
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

を
派
遣
す
る
事
業
が
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
２
）
東
日
本
大
震
災
分

　
復
旧
・
復
興
事
業
等
の
財
源
と
し
て
、
通
常
収
支
と

は
別
枠
で
整
理
さ
れ
た
「
震
災
復
興
特
別
交
付
税
」
が

○
・
一
兆
円
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
　
お
わ
り
に

　
今
回
の
地
方
財
政
計
画
に
お
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
地
方
税
等
が
大
幅
な

減
収
と
な
る
中
、
地
方
一
般
財
源
総
額
は
交
付
団
体

ベ
ー
ス
で
前
年
度
を
上
回
る
規
模
で
確
保
さ
れ
る
と
と

も
に
、
国
加
算
な
ど
に
よ
り
、
地
方
交
付
税
の
増
額
と

臨
時
財
政
対
策
債
の
増
額
の
抑
制
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
集
中
的
に
推
進

す
る
た
め
の
新
た
な
歳
出
枠
が
設
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、

近
年
、
頻
発
化
・
激
甚
化
す
る
自
然
災
害
へ
の
対
策
と

し
て
地
方
財
政
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
自
治
体
が

取
り
組
む
べ
き
重
要
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
財
政
基

盤
の
強
化
・
充
実
が
図
ら
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
町
村
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
各
地
域
が
抱
え
る
行

政
課
題
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
こ
う
し
た
財
政
制

度
を
有
効
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
、
国
の

動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
将
来

を
見
据
え
た
、
戦
略
的
か
つ
健
全
な
財
政
運
営
を
行
っ

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
市
町
村
課
に
お
き
ま
し
て
も
、
県
内
市
町
村
と
の
連

携
を
よ
り
一
層
密
に
し
な
が
ら
、
徳
島
発
の
政
策
提
言

は
も
と
よ
り
、
全
国
知
事
会
な
ど
を
通
じ
て
、
地
方
交

付
税
制
度
の
充
実
・
強
化
、
必
要
な
歳
出
総
額
や
一
般

財
源
総
額
の
確
保
に
向
け
た
取
組
み
を
推
進
し
て
参
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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令
和
三
年
度
地
方
債
計
画
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二

十
一
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
毎
年
度
の
地
方
債
計
画
は
、
地
方
財
政
法
第
五
条
の

三
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
意
等
を
行
う
地
方
債

の
予
定
額
の
総
額
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す

る
書
類
と
し
て
作
成
、
公
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
地

方
交
付
税
制
度
と
と
も
に
地
方
財
源
を
保
障
す
る
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
本
稿
の
内
容
は
執
筆
時
点
（
令
和
三
年
三
月

末
）
の
も
の
で
あ
る
点
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

Ⅰ
　
地
方
債
計
画
の
策
定
方
針

　
令
和
三
年
度
地
方
債
計
画
は
、
引
き
続
き
厳
し
い
地

方
財
政
の
状
況
の
下
で
、
地
方
財
源
の
不
足
に
対
処
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
緊

急
的
に
実
施
す
る
防
災
・
減
災
対
策
、
公
共
施
設
等
の

適
正
管
理
及
び
地
域
の
活
性
化
へ
の
取
組
み
等
を
着
実

に
推
進
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
地
方
債
資
金
の
確
保
を

図
る
と
と
も
に
、
東
日
本
大
震
災
に
関
連
す
る
事
業
を

円
滑
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
所
要
額
に
つ
い
て
そ
の
全

額
を
公
的
資
金
で
確
保
を
図
る
こ
と
と
し
て
、
通
常
収

支
分
、
東
日
本
大
震
災
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
策
定

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
両
者
を
合
計
し
た
地
方
債
の
総
額

は
、
一
三
兆
六
、
三
八
三
億
円
と
な
り
、
前
年
度
に
比

べ
て
一
兆
九
、
○
二
四
億
円
、
一
六
・
二
％
の
増
と
な
っ

て
い
ま
す
。

Ⅱ
　
地
方
債
計
画
の
主
な
特
色

１
　
通
常
収
支
分

（
１
）
概
況

　
令
和
三
年
度
地
方
債
計
画
の
通
常
収
支
分
に
つ
い

て
は
、
地
方
財
政
の
見
通
し
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
公

営
企
業
会
計
等
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の

所
要
額
等
を
勘
案
し
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
総
計
で
は
、
普
通
会
計
分
が
一
一
兆
二
、
四
○
七

億
円
、
公
営
企
業
会
計
等
分
が
二
兆
三
、
九
六
五
億

円
で
、
合
わ
せ
て
一
三
兆
六
、
三
七
二
億
円
が
計
上

さ
れ
て
お
り
、
前
年
度
に
比
べ
て
一
兆
九
、
○
三
七

億
円
、一
六
・
二
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
表
１
）

（
２
）
主
な
特
色

　
①
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
の
推
進

　
令
和
三
年
度
以
降
も
、
地
方
公
共
団
体
が
、
引

き
続
き
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
防
災
・
減
災
対
策
に

取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
、
緊
急
防
災
・
減
災
対

策
事
業
を
令
和
七
年
度
ま
で
継
続
し
、
対
象
事
業

が
拡
充
さ
れ
、
前
年
度
同
額
の
五
、
○
○
○
億
円

が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
②
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
の
推
進

　
令
和
三
年
度
以
降
も
、
地
方
公
共
団
体
が
、
引

き
続
き
緊
急
に
自
然
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
社

会
基
盤
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
、
緊

急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
を
令
和
七
年
度
ま
で

継
続
し
、
対
象
事
業
が
大
幅
に
拡
充
さ
れ
、
前
年

度
に
比
べ
て
一
、
○
○
○
億
円
、
三
三
・
三
％
増

の
四
、
○
○
○
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
③
　
緊
急
浚
渫
推
進
事
業
の
推
進

　
地
方
公
共
団
体
が
、
緊
急
的
に
河
川
等
の
浚
渫

を
実
施
で
き
る
よ
う
、
緊
急
浚
渫
推
進
事
業
の
対

象
事
業
が
拡
充
さ
れ
、
前
年
度
に
比
べ
て
二
○
○

億
円
、
二
二
・
二
％
増
の
一
、
一
○
○
億
円
が
計

上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
④
　
公
共
施
設
等
の
適
正
管
理
の
推
進

　
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共
施
設
等
の
適
正
管
理

に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
、
公
共
施

設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
に
お
い
て
、
集
約
化
・

複
合
化
に
係
る
事
業
の
対
象
が
拡
充
さ
れ
、
前
年

度
同
額
の
四
、
三
二
○
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
ま

す
。

令
和
三
年
度
　
地
方
債
計
画
の
概
要
に
つ
い
て

市
町
村
課
係
長
（
企
画
財
政
担
当
）　

後
藤
田
　
裕
　
二



9　2021.6 AWA no JICHI No.98

（単位：億円、％）

令和３年度地方債計画
（通常収支分）

表１

項　　　　目
令和３年度
計画額（Ａ)

令和２年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

一　一 般 会 計 債

　１　公 共 事 業 等 16,098 16,195 △ 97 △ 0.6

　２　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 − 4,778 △ 4,778 皆減

　３　公 営 住 宅 建 設 事 業 1,103 1,110 △ 7 △ 0.6

　４　災 害 復 旧 事 業 1,141 1,148 △ 7 △ 0.6

　５　教育・福祉施設等整備事業 3,319 3,327 △ 8 △ 0.2

　　(1)　学 校 教 育 施 設 等 1,223 1,223 0 0.0

　　(2)　社 会 福 祉 施 設 371 373 △ 2 △ 0.5

　　(3)　一 般 廃 棄 物 処 理 639 639 0 0.0

　　(4)　一 般 補 助 施 設 等 549 552 △ 3 △ 0.5

　　(5)　施 設（ 一 般 財 源 化 分） 537 540 △ 3 △ 0.6

　６　一 般 単 独 事 業 27,724 26,807 917 3.4

　　(1)　一　　　　　　　　　般 2,322 2,605 △ 283 △ 10.9

　　(2)　地 域 活 性 化 690 690 0 0.0

　　(3)　防 災 対 策 871 871 0 0.0

　　(4)　地 方 道 路 等 3,221 3,221 0 0.0

　　(5)　旧 合 併 特 例 6,200 6,200 0 0.0

　　(6)　緊 急 防 災 ・ 減 災 5,000 5,000 0 0.0

　　(7)　公 共 施 設 等 適 正 管 理 4,320 4,320 0 0.0

　　(8)　緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 4,000 3,000 1,000 33.3

　　(9)　緊 急 浚 渫 推 進 1,100 900 200 22.2

　７　辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業 5,520 5,210 310 6.0

　　(1)　辺 地 対 策 520 510 10 2.0

　　(2)　過 疎 対 策 5,000 4,700 300 6.4

　８　公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 345 345 0 0.0

　９　行 政 改 革 推 進 700 700 0 0.0

　10　調　　　　　　　　　　　整 100 100 0 0.0

計 56,050 59,720 △ 3,670 △ 6.1

二　公 営 企 業 債

　１　水 道 事 業 5,258 5,570 △ 312 △ 5.6

　２　工　業　用　水　道　事　業 303 338 △ 35 △ 10.4

　３　交 通 事 業 1,739 1,562 177 11.3

　４　電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業 195 260 △ 65 △ 25.0

　５　港 湾 整 備 事 業 571 555 16 2.9

　６　病院事業・介護サービス事業 3,637 3,599 38 1.1

　７　市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業 375 343 32 9.3

　８　地 域 開 発 事 業 658 708 △ 50 △ 7.1

　９　下 水 道 事 業 11,934 12,383 △ 449 △ 3.6

　10　観 光 そ の 他 事 業 56 100 △ 44 △ 44.0

計 24,726 25,418 △ 692 △ 2.7

合　　　　　計 80,776 85,138 △ 4,362 △ 5.1
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⑤
　
過
疎
対
策
事
業
の
推
進

　
現
行
の
過
疎
法
失
効
後
の
新
た
な
過
疎
対
策
の

確
立
に
対
応
し
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
た

め
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
過
疎
対
策
事
業
の

所
要
額
が
措
置
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
⑥
　
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行

　
地
方
財
源
の
不
足
に
対
処
す
る
た
め
、
地
方
財

政
法
第
五
条
の
特
例
と
し
て
、
前
年
度
に
比
べ
て

二
兆
三
、
三
九
九
億
円
、
七
四
・
五
％
増
の
五
兆

四
、
七
九
六
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
　
東
日
本
大
震
災
分

　
令
和
三
年
度
地
方
債
計
画
の
東
日
本
大
震
災
分
に
つ

い
て
は
、
復
旧
・
復
興
事
業
と
し
て
、
総
計
で
一
一
億

円
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
前
年
度
に
比
べ
て
一
三
億
円
、

五
四
・
二
％
の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
表
２
）

Ⅲ
　
地
方
債
資
金
の
確
保

　
令
和
三
年
度
地
方
債
計
画
の
資
金
の
構
成
は
、
表
１
、

表
２
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
通
常
収
支
分
に
つ
い
て
は
、
増
額
が
見
込
ま
れ
る
臨

時
財
政
対
策
債
に
お
い
て
、
財
政
融
資
資
金
を
七
、
四

六
三
億
円
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資
金
を
三
、
六

○
二
億
円
、
公
的
資
金
全
体
で
一
兆
一
、
○
六
五
億
円

増
額
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
四
割
（
二
兆
二
、
四

三
二
億
円
）
が
公
的
資
金
で
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
分
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る

事
業
が
円
滑
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
所
要
額
の
全
額
が

公
的
資
金
で
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

項　　　　目
令和３年度
計画額（Ａ)

令和２年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

三　臨 時 財 政 対 策 債 54,796 31,398 23,399 74.5

四　退 職 手 当 債 800 800 0 0.0

五　国 の 予 算 等 貸 付 金 債 （　　　241） （　　　247） （△ 6） （△ 2.4）

総　　　　　計
（　　　241） （　　　247） （△ 6） （△ 2.4）

136,372 117,336 19,037 16.2

内 

訳

普 通 会 計 分 112,407 92,783 19,625 21.2

公 営 企 業 会 計 等 分 23,965 24,553 △ 588 △ 2.4

資　金　区　分

公 的 資 金 58,662 47,547 11,115 23.4

財 政 融 資 資 金 36,839 29,326 7,513 25.6

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 21,823 18,221 3,602 19.8

（ 国 の 予 算 等 貸 付 金 ） （　　　241） （　　　247） （△ 6） （△ 2.4）

民 間 等 資 金 77,710 69,789 7,922 11.4

市 場 公 募 44,700 38,500 6,200 16.1

銀 行 等 引 受 33,010 31,289 1,722 5.5

その他同意等の見込まれる項目
　１　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債
　２　地方財政法第 33 条の５の 12 の規定により発行する猶予特例債
　３　地方税等、使用料・手数料の減収が生じることとなる場合において発行する特別減収対策債
　４　公営企業の資金不足額が発生又は拡大することとなる場合において発行する特別減収対策企業債
　５　財政再生団体が発行する再生振替特例債
　６　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債

（備考）
　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであっ
て外書である。

（単位：億円、％）
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一
方
、
民
間
等
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
円
滑
な
調

達
を
図
る
た
め
、
市
場
公
募
地
方
債
や
共
同
発
行
市
場

公
募
地
方
債
の
発
行
を
引
き
続
き
推
進
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

Ⅳ
　
お
わ
り
に

　
各
市
町
村
に
お
か
れ
て
は
、
中
長
期
的
な
視
点
に

立
っ
た
計
画
的
な
財
政
運
営
に
資
す
る
た
め
、
地
方
債

の
発
行
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
年
度
の
地
方
債
計
画
の

内
容
に
十
分
ご
留
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
将
来
に
わ
た

る
地
方
債
の
発
行
計
画
や
償
還
計
画
等
に
よ
り
、
総
合

的
な
地
方
債
の
管
理
に
努
め
つ
つ
、
地
方
債
を
効
果
的

に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
創
生
に
関
す
る
取
組

み
や
、
防
災
・
減
災
対
策
等
の
着
実
な
推
進
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
三
年
度
の
各
事
業
債
の
詳
細
な
取
扱
い

等
、
具
体
的
な
起
債
事
務
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
が
告

示
す
る
地
方
債
同
意
等
基
準
や
、
総
務
副
大
臣
が
通
知

す
る
地
方
債
同
意
等
基
準
運
用
要
綱
等
を
踏
ま
え
、
適

切
な
事
務
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

（単位：億円、％）

令和３年度地方債計画
（東日本大震災分）

表２

項　　　　　目
令和３年度
計画額（Ａ)

令和２年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

一 般 会 計 債

公 営 住 宅 建 設 事 業 7 14 △ 7 △ 50.0

災 害 復 旧 事 業 2 7 △ 5 △ 71.4

一 般 単 独 事 業 1 1 0 0.0

公 営 企 業 債

水 道 事 業 1 1 0 0.0

下 水 道 事 業 − 1 △ 1 皆減

国 の 予 算 等 貸 付 金 債 （　　　　　1） （　　　　　2） （△　 1） （△　 50.0）

総　　　　　　　　計
（　　　　　1） （　　　　　2） （△ 1） （△ 50.0）

11 24 △ 13 △ 54.2

内
訳

普 通 会 計 分 8 15 △ 7 △ 46.7

公 営 企 業 会 計 等 分 3 9 △ 6 △ 66.7

資
金
区
分

公 的 資 金

財 政 融 資 資 金 8 20 △ 12 △ 60.0

地方公共団体金融機構資金 3 4 △ 1 △ 25.0

（ 国 の 予 算 等 貸 付 金 ） （　　　　　1） （　　　　　2） （△ 1） （△ 50.0）

その他同意等の見込まれる項目
　１　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する一般補助施設

整備等事業債
　２　上記以外の東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する公

営企業債
　３　上記以外の公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債

（備考）
　　国の予算等貸付金債の（　）書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。

復旧・復興事業
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（単位：億円、％）

令和３年度地方債計画
（通常収支分と東日本大震災分の合計）

（参考）

項　　　　目
令和３年度
計画額（Ａ)

令和２年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

一　一 般 会 計 債

　１　公 共 事 業 等 16,098 16,195 △ 97 △ 0.6

　２　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 − 4,778 △ 4,778 皆減

　３　公 営 住 宅 建 設 事 業 1,110 1,124 △ 14 △ 1.2

　４　災 害 復 旧 事 業 1,143 1,155 △ 12 △ 1.0

　５　教育・福祉施設等整備事業 3,319 3,327 △ 8 △ 0.2

　　(1)　学 校 教 育 施 設 等 1,223 1,223 0 0.0

　　(2)　社 会 福 祉 施 設 371 373 △ 2 △ 0.5

　　(3)　一 般 廃 棄 物 処 理 639 639 0 0.0

　　(4)　一 般 補 助 施 設 等 549 552 △ 3 △ 0.5

　　(5)　施 設（ 一 般 財 源 化 分） 537 540 △ 3 △ 0.6

　６　一 般 単 独 事 業 27,725 26,808 917 3.4

　　(1)　一　　　　　　　　　般 2,323 2,606 △ 283 △ 10.9

　　(2)　地 域 活 性 化 690 690 0 0.0

　　(3)　防 災 対 策 871 871 0 0.0

　　(4)　地 方 道 路 等 3,221 3,221 0 0.0

　　(5)　旧 合 併 特 例 6,200 6,200 0 0.0

　　(6)　緊 急 防 災 ・ 減 災 5,000 5,000 0 0.0

　　(7)　公 共 施 設 等 適 正 管 理 4,320 4,320 0 0.0

　　(8)　緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 4,000 3,000 1,000 33.3

　　(9)　緊 急 浚 渫 推 進 1,100 900 200 22.2

　７　辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業 5,520 5,210 310 6.0

　　(1)　辺 地 対 策 520 510 10 2.0

　　(2)　過 疎 対 策 5,000 4,700 300 6.4

　８　公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 345 345 0 0.0

　９　行 政 改 革 推 進 700 700 0 0.0

　10　調　　　　　　　　　　　整 100 100 0 0.0

計 56,060 59,742 △ 3,682 △ 6.2

二　公 営 企 業 債

　１　水 道 事 業 5,259 5,571 △ 312 △ 5.6

　２　工　業　用　水　道　事　業 303 338 △ 35 △ 10.4

　３　交 通 事 業 1,739 1,562 177 11.3

　４　電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業 195 260 △ 65 △ 25.0

　５　港 湾 整 備 事 業 571 555 16 2.9

　６　病院事業・介護サービス事業 3,637 3,599 38 1.1

　７　市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業 375 343 32 9.3

　８　地 域 開 発 事 業 658 708 △ 50 △ 7.1

　９　下 水 道 事 業 11,934 12,384 △ 450 △ 3.6

　10　観 光 そ の 他 事 業 56 100 △ 44 △ 44.0

計 24,727 25,420 △ 693 △ 2.7

合　　　　　計 80,787 85,162 △ 4,375 △ 5.1
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項　　　　目
令和３年度
計画額（Ａ)

令和２年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

三　臨 時 財 政 対 策 債 54,796 31,398 23,399 74.5

四　退 職 手 当 債 800 800 0 0.0

五　国 の 予 算 等 貸 付 金 債 （　　　242） （　　　249） （△ 7） （△ 2.8）

総　　　　　計
（　　　242） （　　　249） （△ 7） （△ 2.8）

136,383 117,360 19,024 16.2

内 

訳

普 通 会 計 分 112,415 92,798 19,618 21.1

公 営 企 業 会 計 等 分 23,968 24,562 △ 594 △ 2.4

資　金　区　分

公 的 資 金 58,673 47,571 11,102 23.3

財 政 融 資 資 金 36,847 29,346 7,501 25.6

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 21,826 18,225 3,601 19.8

（ 国 の 予 算 等 貸 付 金 ） （　　　242） （　　　249） （△ 7） （△ 2.8）

民 間 等 資 金 77,710 69,789 7,922 11.4

市 場 公 募 44,700 38,500 6,200 16.1

銀 行 等 引 受 33,010 31,289 1,722 5.5

その他同意等の見込まれる項目
　１　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債
　２　地方財政法第 33 条の５の 12 の規定により発行する猶予特例債
　３　地方税等、使用料・手数料の減収が生じることとなる場合において発行する特別減収対策債
　４　公営企業の資金不足額が発生又は拡大することとなる場合において発行する特別減収対策企業債
　５　財政再生団体が発行する再生振替特例債
　６　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債
　７　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する一般補助施設整
　　備等事業債
　８　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する公営企業債
　９　公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債

（備考）

　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするもので
あって外書である。

（単位：億円、％）
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は
じ
め
に

　
令
和
三
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
の
防
止
に
注
力
す
る
と
と

も
に
、
社
会
経
済
活
動
と
の
両
立
を
図
っ
て
い
く
た
め
、

今
回
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
民
間
企

業
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
遅
れ
に
対
応
す
る
、
デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
取
組
を
強
力
に
推
進
す

る
な
ど
、
様
々
な
課
題
に
対
応
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

ま
し
た
。

　
ま
た
、
持
続
可
能
で
活
力
あ
る
地
方
を
創
る
た
め
に

は
、
そ
の
基
盤
と
な
る
地
方
税
の
充
実
確
保
を
図
る
と

と
も
に
、
税
源
の
偏
在
性
が
小
さ
く
税
収
が
安
定
的
な

地
方
税
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
地
方

公
共
団
体
が
地
域
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
主
体
で
あ

る
こ
と
や
、
産
業
や
企
業
を
め
ぐ
る
環
境
が
激
変
し
て

い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
固
定
資
産
税
に
お
け
る
評
価
替

え
へ
の
対
応
を
含
め
、
地
方
税
制
に
つ
い
て
、
所
要
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
以
下
、
市
町
村
税
に

関
す
る
主
な
改
正
点
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

Ⅰ
　
固
定
資
産
税
関
係

１
　
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
等

の
負
担
調
整
措
置
に
つ
い
て

　
令
和
三
年
度
は
、
土
地
・
家

屋
に
つ
い
て
、
三
年
に
一
回
、

価
格
を
見
直
す
評
価
替
え
の
年

に
あ
た
り
ま
す
が
、
土
地
の
負

担
調
整
措
置
等
は
次
の
と
お
り

と
さ
れ
ま
し
た
。

（
１
）　
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
負
担
調
整
措
置
に
つ
い
て

は
、
納
税
者
の
予
見
可
能
性

に
配
慮
す
る
と
と
も
に
固
定

資
産
税
の
安
定
的
な
確
保
を

図
る
た
め
、
令
和
三
年
度
か

ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
間
、

措
置
年
度
に
お
い
て
価
格
の

下
落
修
正
を
行
う
措
置
並
び

に
商
業
地
等
に
係
る
条
例
減

額
制
度
及
び
税
負
担
急
増
土

地
に
係
る
条
例
減
額
制
度
を

令
和
三
年
度
　
税
制
改
正
（
市
町
村
税
関
係
）
に
つ
い
て

市
町
村
課
係
長
（
税
政
担
当
）　

大
　
磯
　
香
　
奈

表１
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含
め
、
現
行
の
負
担
調
整
措
置
の
仕
組
み
を
継
続

す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
２
）　
そ
の
上
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
り
社
会
経
済
活
動
や
国
民
生
活
全
般
を
取
り
巻

く
状
況
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
納

税
者
の
負
担
感
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
令
和
三

年
度
限
り
の
措
置
と
し
て
、
特
別
に
次
の
措
置
が

講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
ア
　
宅
地
等
（
商
業
地
等
は
負
担
水
準
が
六
〇
％
未

満
の
土
地
に
限
り
、
商
業
地
等
以
外
の
宅
地
等
は

一
〇
〇
％
未
満
の
土
地
に
限
り
ま

す
。）
及
び
農
地
（
負
担
水
準
が
一

〇
〇
％
未
満
の
土
地
に
限
り
ま
す
。）

に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
度
の
課
税

標
準
額
を
令
和
二
年
度
の
課
税
標
準

額
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
イ
　
令
和
二
年
度
に
お
い
て
条
例
減
額

制
度
の
適
用
を
受
け
た
土
地
に
つ
い

て
、
所
要
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
３
）　
一
方
、
措
置
特
例
が
存
在
す
る
こ

と
で
、
措
置
ゾ
ー
ン
内
に
お
け
る
負

担
水
準
の
不
均
衡
が
解
消
さ
れ
な
い

と
い
う
課
題
が
あ
り
、
負
担
の
公
平

性
の
観
点
や
市
町
村
の
基
幹
税
で
あ

る
固
定
資
産
税
の
充
実
確
保
の
観
点

か
ら
、
負
担
調
整
措
置
の
あ
り
方
に

つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。

（
４
）　
都
市
計
画
税
及
び
国
有
資
産
等
所

在
市
町
村
交
付
金
に
お
い
て
も
、
固

定
資
産
税
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
改

正
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

Ⅱ
　
車
体
課
税

１
　
環
境
性
能
割
の
税
率
区
分
の
見
直
し

　
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ

い
て
は
、
燃
費
性
能
に
応
じ
た
税
率
区
分
を
設
定
し
、

そ
の
区
分
を
二
年
ご
と
に
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
燃

費
性
能
が
よ
り
優
れ
た
自
動
車
の
普
及
を
促
進
す
る

も
の
で
あ
り
、
令
和
二
年
度
末
が
見
直
し
の
時
期
に

当
た
る
こ
と
か
ら
、
目
標
年
度
が
到
来
し
た
令
和
二

年
度
（
二
〇
二
〇
年
度
）
燃
費
基
準
の
達
成
状
況
も

考
慮
し
な
が
ら
、令
和
十
二
年
度
（
二
〇
三
〇
年
度
）

燃
費
基
準
の
下
で
税
率
区
分
を
見
直
す
こ
と
と
さ
れ

ま
し
た
。
な
お
、
営
業
用
乗
用
車
に
つ
い
て
も
、
自

家
用
乗
用
車
に
準
じ
て
見
直
し
を
行
い
、
ま
た
、
バ

ス
・
ト
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
燃
費
基

準
に
応
じ
た
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

２
　
環
境
性
能
割
に
お
け
る
ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車

の
経
過
措
置

　
ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
に
つ
い
て
は
、
燃
費
基

準
の
達
成
状
況
や
普
及
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案

し
、
環
境
性
能
割
に
お
い
て
ガ
ソ
リ
ン
車
と
同
等
に

扱
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
ク
リ
ー
ン

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
取
扱
い
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と

か
ら
、
市
場
へ
の
配
慮
等
の
観
点
も
踏
ま
え
、
令
和

三
年
度
及
び
令
和
四
年
度
に
限
り
激
変
緩
和
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

表２
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表３
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３
　
環
境
性
能
割
の
臨
時
的
軽
減
の
延
長

　
環
境
性
能
割
の
臨
時
的
軽
減
に
つ
い
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
や
経
済
の
動
向
、

臨
時
的
軽
減
が
環
境
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
機
能
に
与
え

る
影
響
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
適
用
期
限
を
九

か
月
延
長
し
、
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に

取
得
し
た
も
の
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
措
置
に
よ
る
地
方
税
の
減
収
に
つ
い
て

は
、
全
額
国
費
で
補
塡
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

４
　
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税

の
種
別
割
の
グ
リ
ー
ン
化
特

例
の
見
直
し

　
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車

税
の
種
別
割
の
グ
リ
ー
ン
化

特
例
（
軽
課
）
に
つ
い
て
は
、

環
境
性
能
割
を
補
完
す
る
制

度
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
を

対
象
か
ら
除
く
な
ど
し
た
上

で
二
年
延
長
す
る
と
と
も
に
、

自
家
用
乗
用
車
以
外
の
種
別

に
お
い
て
も
、
重
点
化
及
び

基
準
の
切
り
替
え
を
行
っ
た

上
で
二
年
延
長
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自

動
車
税
種
別
割
に
お
け
る
グ

リ
ー
ン
化
特
例
（
重
課
）
に

つ
い
て
も
、
現
行
の
措
置
を

二
年
延
長
す
る
こ
と
と
さ
れ

ま
し
た
。

Ⅲ
　
個
人
住
民
税

　１
　
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
延
長
等
に
伴
う

措
置

（
１
）　
住
宅
の
取
得
等
で
特
別
特
例
取
得
に
該
当
す
る

も
の
を
し
た
個
人
が
、
そ
の
特
別
特
例
取
得
を
し

た
家
屋
を
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
そ
の
者
の
居
住
の
用

に
供
し
た
場
合
に
お
け
る
、
住
宅
借
入
金
等
を
有

す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
及
び
当
該
控

除
の
控
除
期
間
の
三
年
間
延
長
の
特
例
の
適
用
が

あ
る
者
の
う
ち
、
適
用
年
の
各
年
分
の
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
額
か
ら
当
該
年
分
の
所
得
税

額
（
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
が
な

い
も
の
と
し
た
場
合
の
所
得
税
額
と
す
る
。）
を

控
除
し
た
残
額
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
翌
年

度
分
の
個
人
住
民
税
に
お
い
て
、
当
該
残
額
に
相

当
す
る
額
を
当
該
年
分
の
所
得
税
の
課
税
総
所
得

金
額
等
の
額
に
一
〇
〇
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額

（
最
高
一
三
・
六
五
万
円
）
の
控
除
限
度
額
の
範

囲
内
で
減
額
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
こ
の
措
置
に
よ
る
個
人
住
民
税
の
減
収
額
は
、

地
方
特
例
交
付
金
に
よ
り
、
全
額
国
費
で
補
塡
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
注
）　
右
記
の
「
特
別
特
例
取
得
」
と
は
、
そ
の
対
価

の
額
又
は
費
用
の
額
に
含
ま
れ
る
消
費
税
等
の
税

率
が
一
〇
％
で
あ
る
場
合
の
住
宅
の
取
得
等
で
、

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

表４
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期
間
内
に
そ
の
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
も
の
を

い
い
ま
す
。

　（
ア
）　
居
住
用
家
屋
の
新
築
　
令
和
二
年
十
月
一
日

か
ら
令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

　（
イ
）　
居
住
用
家
屋
で
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
も
の
若
し
く
は
既
存
住
宅
の
取
得
又
は
そ

の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
の
増
改
築
等
　

令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月

三
十
日
ま
で
の
期
間

（
２
）　
右
記
（
１
）
の
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合

の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
特

例
は
、
個
人
が
取
得
等
を
し
た

床
面
積
が
四
〇
㎡
以
上
五
〇
㎡

未
満
で
あ
る
住
宅
の
用
に
供
す

る
家
屋
に
つ
い
て
も
適
用
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ

し
、
床
面
積
が
四
〇
㎡
以
上
五

〇
㎡
未
満
で
あ
る
住
宅
の
用
に

供
す
る
家
屋
に
係
る
右
記（
１
）

の
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場

合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の

特
例
は
、
そ
の
者
の
十
三
年
間

の
控
除
期
間
の
う
ち
、
そ
の
年

分
の
所
得
税
に
係
る
合
計
所
得

金
額
が
一
、
〇
〇
〇
万
円
を
超

え
る
年
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

２
　
退
職
所
得
課
税
の
適
正
化

　
そ
の
年
中
の
退
職
手
当
等
の
う
ち
、

退
職
手
当
等
の
支
払
者
の
下
で
の

勤
続
年
数
が
五
年
以
下
で
あ
る
者

が
当
該
退
職
手
当
等
の
支
払
者
か

ら
当
該
勤
続
年
数
に
対
応
す
る
も

の
と
し
て
支
払
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
役

員
退
職
手
当
等
に
該
当
し
な
い
も
の
（
以
下
「
短
期

退
職
手
当
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
退
職
所
得
の
金

額
の
計
算
に
つ
き
、
短
期
退
職
手
当
等
の
収
入
金
額

か
ら
退
職
所
得
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
の
う
ち
三

〇
〇
万
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
退
職
所
得

の
金
額
の
計
算
上
二
分
の
一
と
す
る
措
置
を
適
用
し

な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
見
直
し
に
伴
い
、
短
期
退
職
手
当
等
と
短
期

退
職
手
当
等
以
外
の
退
職
手
当
等
が
あ
る
場
合
の
退

職
所
得
の
金
額
の
計
算
方
法
、
退
職
手
当
等
に
係
る

特
別
徴
収
税
額
の
計
算
方
法
及
び
退
職
所
得
申
告
書

の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
右
記
の
改
正
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
支

払
を
受
け
る
べ
き
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
適
用
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

３
　
非
課
税
限
度
額
等
に
お
け
る
国
外
居
住
親
族
の
取

扱
い
の
見
直
し

　
扶
養
控
除
に
お
け
る
国
外
居
住
親
族
の
取
扱
い
の

見
直
し
を
踏
ま
え
、
個
人
住
民
税
均
等
割
及
び
所
得

割
の
非
課
税
限
度
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
扶
養
親

族
か
ら
、
年
齢
三
十
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
非
居
住

者
で
あ
っ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
を
除

外
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
ア
　
留
学
に
よ
り
国
内
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し

な
く
な
っ
た
者

　
イ
　
障
害
者

表５
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ウ
　
そ
の
納
税
義
務
者
か
ら
前
年
に
お
い
て
生
活

費
又
は
教
育
費
に
充
て
る
た
め
の
支
払
を
三
八

万
円
以
上
受
け
て
い
る
者

　
ま
た
、
個
人
住
民
税
均
等
割
の
税
率
軽
減
の
判
定

の
基
礎
と
な
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
右
記
の
改
正
は
、
令
和
六
年
度
分
以
後
の
個
人
住

民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

４
　
特
定
配
当
等
及
び
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に

係
る
申
告
手
続
の
簡
素
化

　
申
告
手
続
の
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
個
人
住
民
税

に
お
い
て
、
特
定
配
当
等
及
び
特
定
株
式
等
譲
渡
所

得
金
額
に
係
る
所
得
の
全
部
に
つ
い
て
源
泉
分
離
課

税
（
申
告
不
要
）
と
す
る
場
合
に
、
原
則
と
し
て
、

確
定
申
告
書
の
提
出
の
み
で
申
告
手
続
が
完
結
で
き

る
よ
う
、
確
定
申
告
書
に
お
け
る
個
人
住
民
税
に
係

る
附
記
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
右
記
の
改
正
は
、
令
和
三
年
分
以
後
の
確
定
申
告

書
を
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
す
る
場
合
に

つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

Ⅳ
　
納
税
環
境
整
備

１
　
地
方
税
共
通
納
税
シ
ス
テ
ム
の
対
象
税
目
の
拡
大

　
地
方
公
共
団
体
の
収
納
事
務
を
行
う
地
方
税
共
同

機
構
が
電
子
的
に
処
理
す
る
特
定
徴
収
金
の
対
象
税

目
に
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
、
自
動
車
税
種
別

割
及
び
軽
自
動
車
税
種
別
割
を
追
加
し
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ

Ｘ
（
地
方
税
の
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
の
た
め
の
シ
ス
テ

ム
）
を
通
じ
て
電
子
的
に
納
付
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。

　
右
記
の
改
正
は
、
令
和
五
年
度
以
後
の
課
税
分
に

つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

２
　
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
税
額
通
知
の
電
子
化

（
１
）　
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
通
知
（
特
別

徴
収
義
務
者
用
）
に
つ
い
て
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
経

由
し
て
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

す
る
特
別
徴
収
義
務
者
が
申
出
を

し
た
と
き
は
、
市
町
村
は
、
当
該

通
知
の
内
容
を
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
経

由
し
、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
に

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。

　（
注
）
現
在
、
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
行
わ
れ
て
い
る
、
書
面
に
よ

る
特
別
徴
収
税
額
通
知
（
特
別

徴
収
義
務
者
用
）
の
送
付
の
際
の

電
子
デ
ー
タ
の
副
本
送
付
は
、
終

了
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

（
２
）　
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税

額
通
知
（
納
税
義
務
者
用
）
に
つ

い
て
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
経
由
し
て

給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
特

別
徴
収
義
務
者
で
あ
っ
て
、
個
々

の
納
税
義
務
者
に
当
該
通
知
の
内

容
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
す
る

者
が
申
出
を
し
た
と
き
は
、
市
町

村
は
、
当
該
通
知
の
内
容
を
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
を
経
由
し
て
当
該
特
別
徴

表６
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収
義
務
者
に
提
供
し
、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
を

経
由
し
て
納
税
義
務
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
通
知
の
内
容
を

電
磁
的
方
法
に
よ
り
納
税
義
務
者
に
提
供
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　（
注
）
右
記
の
改
正
は
、
令
和
六

年
度
分
以
後
の
個
人
住
民
税
に

つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

３
　
軽
自
動
車
税
関
係
手
続
の
オ
ン

ラ
イ
ン
化

　
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
及
び

種
別
割
の
申
告
又
は
報
告
並
び
に

継
続
検
査
時
に
お
け
る
種
別
割
の

納
付
の
有
無
の
事
実
の
確
認
に
つ

い
て
、
国
の
関
連
シ
ス
テ
ム
の
更

改
時
期
（
注
）
に
合
わ
せ
て
、
オ

ン
ラ
イ
ン
手
続
に
よ
り
行
う
こ
と

を
可
能
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。

（
注
）
自
動
車
登
録
検
査
業
務
電
子

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
等
の
更
改
時

期

：

令
和
五
年
一
月
予
定

４
　
税
務
関
係
書
類
に
お
け
る
押
印

義
務
の
見
直
し

（
１
）　
提
出
者
等
の
押
印
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
方
税
関
係

書
類
に
つ
い
て
、
押
印
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る

ほ
か
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。

　（
注
１
）
地
方
税
犯
則
調
査
手
続
に
お
け
る
質
問

調
書
等
へ
の
押
印
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
手

続
に
準
じ
た
取
扱
い
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。

　（
注
２
）
右
記
の
改
正
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日

以
後
に
提
出
す
る
地
方
税
関
係
書
類
に
つ
い
て

適
用
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

（
２
）　
地
方
税
法
令
上
、
明
確
に
押
印
を
求
め
て
い
な

い
手
続
で
、
地
方
団
体
が
条
例
等
で
独
自
に
様
式

を
定
め
、
押
印
欄
を
設
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

も
、
同
様
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

５
　
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
の
見
直
し

（
１
）　
地
方
の
た
ば
こ
税
に
お
け
る
輸
出
免
税
等
の
適

用
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
課
税
免
除
事
由
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
つ
い
て
、

当
該
書
類
の
保
存
義
務
者
が
一
貫
し
て
電
子
計
算

機
で
作
成
し
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

電
磁
的
記
録
等
に
よ
り
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
２
）
次
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
に
は
、
ス
キ
ャ
ナ
保
存
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
ア
　
地
方
の
た
ば
こ
税
に
お
け
る
小
売
販
売
業
者
の

営
業
所
ご
と
の
売
渡
し
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
数

量
等
を
記
載
し
た
書
類

　
イ
　
地
方
の
た
ば
こ
税
に
お
け
る
売
渡
し
に
係
る
製

造
た
ば
こ
が
卸
売
販
売
用
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
類

　
ウ
　
地
方
の
た
ば
こ
税
に
お
け
る
輸
出
免
税
等
の
適

e
L
T
A
X

表７
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用
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
課
税
免
除
事
由
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類

　
エ
　
軽
油
引
取
税
に
お
け
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
っ

た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
の
納
入
に
係
る

軽
油
の
数
量
等
を
記
載
し
た
書
類

　
オ
　
軽
油
引
取
税
に
お
け
る
自
動
車
用
炭
化
水
素
油

譲
渡
証
の
写
し

（
３
）　
次
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
に
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事

項
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
徴
し
、
又
は
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
ア
　
地
方
の
た
ば
こ
税
に
お
け
る
小
売
販
売
業
者
の

営
業
所
ご
と
の
売
渡
し
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
数

量
等
を
記
載
し
た
書
類

　
イ
　
地
方
の
た
ば
こ
税
に
お
け
る
売
渡
し
に
係
る
製

造
た
ば
こ
が
卸
売
販
売
用
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
類

　
ウ
　
軽
油
引
取
税
に
お
け
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
っ

た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
の
納
入
に
係
る

軽
油
の
数
量
等
を
記
載
し
た
書
類

（
４
）　（
３
）に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係

る
電
磁
的
記
録
を
徴
し
、
又
は
提
出
を
受
け
た
場

合
に
は
、
当
該
書
類
の
保
存
義
務
者
は
、
当
該
電

磁
的
記
録
等
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。

（
５
）　
そ
の
他
国
税
の
取
扱
い
に
準
じ
て
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
６
）　
右
記
の
改
正
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
し
、右
記
（
１
）、（
２
）
及
び
（
４
）

の
改
正
は
、
同
日
以
後
に
保
存
を
行
う
電
磁
的
記

録
等
に
つ
い
て
、
右
記
（
３
）
の
改
正
は
、
同
日

以
後
に
徴
し
、
又
は
提
出
す
る
電
磁
的
記
録
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

６
　
納
税
者
等
が
地
方
税
等
の
納
付
を
委
託
す
る
制
度

の
整
備

　
国
税
の
制
度
に
準
じ
、
地
方
税
等
の
歳
入
を
納
付

し
よ
う
と
す
る
者
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
し
た

決
済
サ
ー
ビ
ス
等
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
指
定
す
る
事
業
者
に
納

付
を
委
託
す
る
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。

　
ア
　
国
税
通
則
法
と
同
様
に
、
当
該
事
業
者
に
よ
る

確
実
な
納
付
、
納
税
者
等
の
保
護
を
図
る
た
め
、

当
該
事
業
者
か
ら
の
徴
収
、
当
該
事
業
者
に
対
す

る
調
査
等
の
仕
組
み
を
追
加
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　
イ
　
右
記
の
改
正
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
以
後
に

地
方
税
の
納
付
を
委
託
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
ウ
　
右
記
の
改
正
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
通
知
に

よ
り
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ⅴ
　
航
空
機
燃
料
譲
与
税

　　
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
度
に

限
り
、
航
空
機
燃
料
税
の
税
率
の
更
な
る
軽
減
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
財
政
に
影
響
が
生
じ
な
い
よ

う
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
譲
与
割
合
を
九
分
の
二
か

ら
九
分
の
四
に
引
き
上
げ
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

む
す
び
に

　
今
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
向
け

た
経
済
構
造
の
転
換
・
好
循
環
の
実
現
を
図
る
た
め
、

企
業
の
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
及
び

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向
け
た
投
資
を
促
進
す
る

措
置
が
創
設
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
投
資
等
を

行
う
企
業
に
対
す
る
繰
越
欠
損
金
の
控
除
上
限
の
特
例

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
中
小
企
業
の
経
営
資
源
の
集
約
化
に
よ
る
事

業
再
構
築
等
を
促
す
措
置
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
加
え

て
、
家
計
の
暮
ら
し
と
民
需
を
下
支
え
す
る
た
め
、
固

定
資
産
税
の
評
価
替
え
へ
の
対
応
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
特
例
の
延
長
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
今
後
の
検
討
事
項
と
し
て
、
県
税
で
は
あ

り
ま
す
が
、
ガ
ス
供
給
業
に
係
る
法
人
事
業
税
の
収
入

金
課
税
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
地
方
自
治
体
の
財
政
状
況
が
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に

よ
り
更
に
厳
し
く
な
る
中
、
適
正
な
税
務
行
政
に
よ
る

税
負
担
の
公
平
性
の
確
保
は
、
行
政
に
対
す
る
住
民
の

信
頼
や
自
主
財
源
の
確
保
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
よ

り
一
層
の
適
正
な
課
税
・
徴
収
事
務
の
執
行
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
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は
じ
め
に

　
二
〇
一
六
年
十
一
月
の
「
パ
リ
協
定
」
発
効
以
降
、

洋
上
風
力
発
電
の
急
拡
大
、
石
炭
火
力
発
電
か
ら
の
撤

退
、
ガ
ソ
リ
ン
車
か
ら
電
気
自
動
車
へ
の
急
速
な
転
換

な
ど
、
欧
州
を
筆
頭
に
世
界
各
国
の
脱
炭
素
社
会
実
現

に
向
け
た
動
き
が
加
速
し
て
い
ま
す
。

　
日
本
で
も
、
環
境
等
に
配
慮
し
た
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
（
※

１
）
の
拡
大
を
背
景
と
し
て
、
大
企
業
を
中
心
に
Ｒ
Ｅ

１
０
０
（
※
２
）
や
Ｓ
Ｂ
Ｔ
（
※
３
）
な
ど
、
脱
炭
素

化
へ
の
取
組
が
急
速
に
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
十
月
、

菅
総
理
大
臣
就
任
の
所
信
表
明
で
、「
二
〇
五
〇
年

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
」
へ
の
挑
戦
が
宣
言
さ
れ
、

日
本
も
「
経
済
と
環
境
の
好
循
環
」
に
よ
り
脱
炭
素
化

を
進
め
る
「
グ
リ
ー
ン
社
会
」
の
実
現
に
真
正
面
か
ら

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

徳
島
県
の
取
組

　
徳
島
県
で
は
、
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
十
月
、

全
国
に
先
駆
け
、「
脱
炭
素
社
会
の
実
現
」
を
掲
げ
た

「
徳
島
県
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
気
候
変
動
対

策
推
進
条
例
」（
愛
称
：
す
だ
ち
く
ん
未
来
の
地
球
条

例
）
を
制
定
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
・
吸
収
対

策
で
あ
る
「
緩
和
策
」
と
気
候
変
動
の
影
響
防
止
・
軽

減
策
で
あ
る
「
適
応
策
」
を
両
輪
に
、
気
候
変
動
対
策

を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。

　
本
稿
で
は
、「
緩
和
策
」
の
要
で
あ
る
と
と
も
に
、

災
害
に
強
い
「
自
立
・
分
散
型
電
源
」
で
あ
る
た
め
「
適

応
策
」
と
し
て
も
効
果
的
な
、
グ
リ
ー
ン
社
会
実
現
の

鍵
と
な
る
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ

の
徳
島
県
の
取
組
を
紹
介
し
ま
す
。

○
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進

　
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
、
化
石
燃
料
中
心
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
環
境
負
荷
が
少
な
く
、
安
全

で
持
続
可
能
な
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
す
る
、
新
た

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
へ
の
変
革
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
七
月
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
電
力
を
電
力
会
社
が
一
定
期
間
、

固
定
価
格
で
買
い
取
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
「
固
定
価

格
買
取
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
徳
島
県
で
も
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
三
月
に

「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
立
県
と
く
し
ま
推
進
戦
略
」
を
策

定
し
、
全
国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
支
援
制
度
や
適
地
マ
ッ

プ
の
公
開
に
よ
り
、
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
を
は
じ
め
と
し
た

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
誘
致
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
国

の
「
グ
リ
ー
ン
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
事
業
」
を
活
用
し
、

一
〇
〇
箇
所
を
超
え
る
防
災
拠
点
や
避
難
所
へ
の
太
陽

光
パ
ネ
ル
・
蓄
電
池
の
設
置
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
グ
リ
ー
ン
社
会
の
実
現
を

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
グ
リ
ー
ン
社
会
推
進
課
長　

杉
　
山
　
光
　
生

徳島県企業局「和田島太陽光発電所（２MW）」
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ま
た
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
」
を
担
う
人
材

育
成
を
図
る
「
と
く
し
ま
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ビ
ジ
ネ

ス
マ
イ
ス
タ
ー
講
座
」
の
開
催
や
環
境
先
進
地
で
あ
る

ド
イ
ツ
・
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
と
の
交
流
を
継
続
し

て
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
徳
島
県
の
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る

電
力
自
給
率
」
は
、
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
度

に
、
二
六
・
五
％
と
な
り
、
国
の
二
〇
三
〇
年
度
目
標

値
（
二
二
～
二
四
％
）
を
上
回
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
取
組
を
さ
ら
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
パ

リ
協
定
の
発
効
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
普
及
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
の

拡
大
な
ど
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
巻
く
急
激
な
社

会
・
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、令
和
元
（
二

〇
一
九
）
年
七
月
、
新
た
に
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
立
県

と
く
し
ま
推
進
戦
略
～
脱
炭
素
社
会
の
実
現
へ
！
～
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
戦
略
で
は
、
二
〇
五
〇
年
の
脱
炭
素
社
会
実
現

を
目
指
し
、「
二
〇
三
〇
年
度
・
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
電

力
自
給
率
五
〇
％
」
を
目
標
に
、
①
「
環
境
と
ビ
ジ
ネ

ス
の
両
立
・
発
展
」、
②
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
」、

③
「
自
立
・
分
散
型
電
源
の
確
保
」、
④
「
水
素
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
社
会
実
装
」
の
四
つ
の
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
取
り
ま
と
め
て
お
り
、
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
沿
っ
て
、

産
学
官
金
の
連
携
に
よ
る
、
着
実
な
取
組
を
進
め
て
い

ま
す
。

  

今
後
は
、

・
身
近
な
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
グ
リ
ッ
ド
パ
リ

テ
ィ
（
※
４
）
に
到
達
し
た
家
庭
用
太
陽
光
発
電
設

備
（
屋
根
置
き
）
や
、
家
庭
用
蓄
電
池
の
さ
ら
な
る

普
及
促
進

・
電
力
の
需
給
調
整
や
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
拡
大

に
資
す
る
バ
ー
チ
ャ
ル
・
パ
ワ
ー
・
プ
ラ
ン
ト
（
※

５
）
の
導
入
推
進

・
営
農
型
太
陽
光
発
電
や
、
畜
産
、
園
芸
へ
の
太
陽
光

発
電
の
活
用
、
農
業
用
水
路
で
の
小
水
力
発
電
な
ど
、

農
業
分
野
に
お
け
る
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
促
進

・
県
内
中
小
企
業
の
事
業
活
動
に
お
け
る
自
然
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
促
進

な
ど
に
重
点
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
本
県
か
ら

も
「
経
済
と
環
境
の
好
循
環
」
を
生
み
出
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

〇
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
率
先
導
入

　
究
極
の
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
言
わ
れ
る
「
水

素
」
に
つ
い
て
、徳
島
県
で
は
、「
地
方
発
の
水
素
社
会
」

実
現
を
目
指
し
、
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
十
月

に
策
定
し
た
「
徳
島
県
水
素
グ
リ
ッ
ド
構
想
」
に
基
づ

き
、
社
会
実
装
の
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
度
か
ら
平
成
二
十
八

（
二
〇
一
六
）
年
度
に
か
け
て
、
県
庁
に
「
自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー
由
来
・
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
整
備
す
る
と

と
も
に
、
六
台
の
燃
料
電
池
自
動
車
を
公
用
車
に
率
先

導
入
し
、
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
啓
発
に
活
用
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
四
国
大
陽
日
酸
（
株
）
に
よ
る
中
四

国
初
と
な
る
移
動
式
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
運
用
も
開

始
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
度
に
は
、
徳
島
阿
波
お

ど
り
空
港
に
お
い
て
、
地
方
空
港
で
は
全
国
初
と
な
る

「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
由
来
・
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」と「
燃

料
電
池
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
の
セ
ッ
ト
導
入
が
実
現
し

た
ほ
か
、
地
域
の
産
業
振
興
や
経
済
活
性
化
に
向
け
た

「
と
く
し
ま
水
素
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
」を
設
立
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
四
月
に
は
、
全
国

初
と
な
る
「
燃
料
電
池
パ
ト
カ
ー
」
の
運
用
を
開
始
す

る
な
ど
、
着
実
に
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
社
会
実
装
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
今
年
（
二
〇
二
一
年
）
十
一
月
に
は
、
東

亞
合
成
（
株
）
徳
島
工
場
に
お
い
て
、
全
国
初
の
「
地

産
水
素
」
を
活
用
し
た
、
製
造
・
供
給
を
一
体
的
に
行

う
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
開
所
す
る
と
と
も
に
、
徳
島

燃料電池自動車「MIRA I」を改造したパトカーと
県庁の自然エネルギー由来・水素ステーション　
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バ
ス
（
株
）
が
運
営
者
と
な
り
、
鳴
門
公
園
線
に
お
い

て
、
中
四
国
初
と
な
る
燃
料
電
池
バ
ス
の
路
線
運
用
を

開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
県
民
の
皆
様
に
水
素

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
身
近
な
も
の
と
し
て
実
感
し
て
い
た
だ

く
機
会
が
増
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　
今
後
は
、

・
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
に
よ
る
地
産
水
素
の
「
グ

リ
ー
ン
化
」
（
※
６
）

・
こ
の
水
素
を
県
内
各
地
の
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
事

業
所
に
配
送
す
る
、
水
素
供
給
体
制
の
整
備

・
高
速
道
路
走
行
が
可
能
な
燃
料
電
池
バ
ス
や
燃
料
電

池
船
舶
の
導
入

な
ど
を
見
据
え
た
「
徳
島
モ
デ
ル
」
の
構
築
を
目
指
し
、

関
係
機
関
や
民
間
事
業
者
の
方
々
と
も
密
接
に
連
携
を

図
り
な
が
ら
「
地
方
発
の
水
素
社
会
」
の
実
現
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

結
　
び

　
脱
炭
素
社
会
実
現
に
向
け
て
は
、
二
〇
三
〇
年
ま
で

の
短
期
間
に
、
ど
こ
ま
で
取
組
を
進
め
ら
れ
る
か
が
明

暗
を
分
け
る
と
さ
れ
て
お
り
、
国
で
は
、
地
球
温
暖
化

対
策
推
進
法
の
改
定
、「
グ
リ
ー
ン
成
長
戦
略
」
や
「
地

域
脱
炭
素
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
の
策
定
、「
二
兆
円
の
グ

リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
金
」
の
造
成
な
ど
、
総
力

を
挙
げ
た
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
徳
島
県
で
も
、
こ
う
し
た
国
の
動
向
を
い
ち
早
く
捉

え
、
全
国
を
牽
引
し
て
い
く
先
導
的
な
取
組
を
引
き
続

き
積
み
重
ね
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
将
来
世
代
に
禍
根
を
残
さ
な
い
よ
う
、
と
に
か
く
、

今
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
何
よ
り

重
要
で
あ
り
、「
巧
遅
よ
り
拙
速
」
の
姿
勢
で
、
脱
炭

素
社
会
実
現
に
向
け
た
社
会
・
経
済
の
変
革
「
グ
リ
ー

ン
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｇ
Ｘ
）」
に
臨
ん

で
参
り
ま
す
。

※
１
　
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資

　
従
来
の
財
務
情
報
だ
け
で
な
く
、環
境
（Environm

ent

）・

社
会
（Social

）・
企
業
統
治
（G

overnance

）
要
素
も

考
慮
し
た
投
資

※
２
　
Ｒ
Ｅ
１
０
０

　
企
業
が
自
ら
の
事
業
の
使
用
電
力
を
一
〇
〇
％
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
賄
う
こ
と
を
目
指
す
国
際
的
な
企

業
連
合

※
３
　
Ｓ
Ｂ
Ｔ
（ScienceB

asedT
argets

）

　
企
業
が
設
定
す
る
パ
リ
協
定
の
水
準
と
整
合
し
た
温

室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標

※
４
　
グ
リ
ッ
ド
パ
リ
テ
ィ

　
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
電
コ
ス
ト
が
、
系
統
か
ら
の

電
力
の
コ
ス
ト
と
同
等
か
そ
れ
以
下
と
な
る
こ
と

※
５
　
バ
ー
チ
ャ
ル
・
パ
ワ
ー
・
プ
ラ
ン
ト

　
地
域
に
あ
る
太
陽
光
発
電
設
備
や
蓄
電
池
・
電
気
自

動
車
な
ど
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
リ
ソ
ー
ス
」
を
Ｉ
ｏ
Ｔ
技

術
で
管
理
・
制
御
し
、
一
つ
の
発
電
所
の
よ
う
に
機
能

さ
せ
る
こ
と

※
６
　
地
産
水
素
の
グ
リ
ー
ン
化

　
地
産
水
素
の
生
成
過
程
（
水
の
電
気
分
解
）
で
も
二

酸
化
炭
素
を
排
出
し
な
い
「
Ｃ
Ｏ
２
フ
リ
ー
水
素
」
に

す
る
こ
と

燃料電池バス「SORA」の実証運行
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一
年
の
南
海
地
震
で
は
、
津
波
被
害
で
八
十
五
名
も
の
犠

牲
者
を
出
し
て
お
り
、
県
内
で
一
番
速
く
「
津
波
」
が
到

達
す
る
こ
と
か
ら
、
津
波
避
難
タ
ワ
ー
の
整
備
始
め
、
こ

れ
ま
で
様
々
な
減
災
・
防
災
対
策
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
中
央
に
は
平
成
の
名
水
百
選
に
も
選
ば
れ
た
海
部
川
が

流
れ
、
海
部
川
の
清
流
か
ら
採
っ
て
い
る
水
道
水
は
ミ

ネ
ラ
ル
ウ
オ
ー
タ
ー
よ
り
き
れ
い
な
水
だ
とY

ahoo!

の

ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
に
も
掲
載
さ
れ
た
ほ
ど
で
す
。

　
産
業
で
は
「
き
ゅ
う
り
タ
ウ
ン
」
が
有
名
で
す
が
「
イ

セ
エ
ビ
」
漁
も
盛
ん
で
宿
泊
施
設
で
は
超
豪
華
な
イ
セ
エ

ビ
料
理
が
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
価
格
で
た
っ
ぷ
り
堪
能
で
き

ま
す
。
ま
た
地
鶏
の
年
間
出
荷
数
全
国
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
を

誇
り
、
歯
ご
た
え
プ
リ
プ
リ
、
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
旨
み
が
凝

縮
さ
れ
た
絶
品
食
材
「
阿
波
尾
鶏
」
は
約
七
五
％
が
海
陽

町
か
ら
出
荷
さ
れ
て
お
り
、
県
外
か
ら
の
お
客
様
に
も
自

信
を
持
っ
て
お
薦
め
で
き
る
有
名
な
阿
波
尾
鶏
の
料
理
屋

さ
ん
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。

　
沿
岸
部
は
全
て
の
エ
リ
ア
が
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
て

お
り
、
車
で
国
道
五
十
五
号
線
を
南
下
し
て
い
く
と
風
光

明
媚
な
自
然
公
園
の
中
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
感
覚
に
な

１
．
海
陽
町
と
い
え
ば

　
海
陽
町
は
徳
島
県
の
最
南
端
に
位
置
し
、
温
暖
な
気
候

が
売
り
で
、
冬
場
の
降
雪
量
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

夏
場
は
台
風
の
メ
ッ
カ
で
雨
量
も
多
く
、
多
い
時
に
は
四

～
五
回
台
風
が
直
撃
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
昭
和
二
十

阿波尾鶏料理

イセエビ料理

大里松原海岸
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り
ま
す
。
当
然
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
も
盛
ん
で
全
国
で
も
屈

指
の
チ
ュ
ー
ブ
が
巻
く
海
部
川
河
口
の
「
カ
イ
フ
ポ
イ
ン

ト
」
は
じ
め
年
間
で
約
十
万
人
あ
ま
り
の
サ
ー
フ
ァ
ー
が

海
陽
町
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

２
．
課　

題

　
海
陽
町
は
平
成
十
八
年
に
旧
の
海
南
町
、
海
部
町
、
宍

喰
町
の
三
町
が
合
併
し
誕
生
し
ま
し
た
。

　
合
併
後
十
五
年
が
経
過
し
、
人
口
は
約
一
・
二
万
人
か

ら
現
在
九
千
人
弱
へ
、
高
齢
化
率
も
四
五
％
と
他
の
自
治

体
同
様
、
人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
ま
す
。

　
合
併
以
降
、
職
員
数
の
削
減
を
中
心
に
厳
し
い
行
財
政

改
革
に
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
、
現
在
基
金
の
合
計
は
約

九
〇
億
円
、
経
常
収
支
比
率
も
八
四
・
七
％
と
県
内
市
町
村

の
中
で
は
比
較
的
安
定
し
た
財
政
指
数
を
誇
っ
て
い
ま
す

が
、
令
和
三
年
度
に
は
①
合
併
算
定
替
え
の
終
了
、
②
国

調
人
口
の
減
少
に
よ
る
普
通
交
付
税
の
減
額
、
③
コ
ロ
ナ

の
影
響
に
よ
る
税
収
減
の
ト
リ
プ
ル
パ
ン
チ
で
当
初
予
算

で
財
源
不
足
に
よ
る
基
金
の
取
り
崩
し
が
拡
大
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
こ
の
交
付
税
の
減
額
な
ど
の
予
測
に
今
後
の
大

規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
を
見
越
し
た
令
和
二
年
度
以
降

の
収
支
見
通
し
で
は
、
十
年
後
に
全
基
金
が
枯
渇
し
、
通

常
の
予
算
編
成
が
困
難
と
な
る
非
常
に
厳
し
い
試
算
結
果

と
な
っ
た
た
め
、
町
議
会
に
も
報
告
の
上
、
令
和
三
年
度

を
「
行
財
政
改
革
の
ネ
ク
ス
ト
ス
テ
ー
ジ
」
元
年
と
し
て
、

さ
ら
な
る
事
務
事
業
の
見
直
し
や
組
織
機
構
改
革
な
ど
を

急
ピ
ッ
チ
で
進
め
る
「
新
た
な
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
」
の

策
定
に
向
け
始
動
し
ま
し
た
。

３
．
職
員
一
丸
と
な
っ
た
横
割
体
制
の
整
備

　
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
の
行
財
政
改
革
に
取
り
組
む
一
方
、

W
ith

コ
ロ
ナ
の
対
応
に
加
え
て
人
口
減
少
対
策
は
じ
め
、

地
域
医
療
・
福
祉
の
充
実
や
デ
ジ
タ
ル
活
用
、
産
業
振
興

な
ど
、
町
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
に
今
後
も
継
続
し
て

取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
た
め
、本
町
の
持
つ
最
大
の
資
源
で
あ
る
「
職
員
」

の
経
験
や
能
力
を
可
能
な
限
り
引
き
出
し
な
が
ら
、
少
数

精
鋭
で
様
々
な
行
政
課
題
に
役
場
一
丸
と
な
っ
て
対
応
し

て
い
く
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
、
令
和
三
年
度
定
期

人
事
異
動
に
お
い
て
、
横
断
的
な
重
要
案
件
へ
の
対
応
を

図
る
体
制
と
し
て
、
参
事
ク
ラ
ス
が
ト
ッ
プ
の
①
「
行
財

政
改
革
推
進
本
部
」、
②
「
コ
ロ
ナ
復
興
・
に
ぎ
わ
い
づ

く
り
推
進
本
部
」、
③
「
み
ら
い
行
政
推
進
本
部
（
Ｄ
Ｘ

推
進
な
ど
）」
を
新
た
に
設
置
し
、
若
手
職
員
が
中
心
と

な
り
昨
年
度
設
置
し
た
「
Ｄ
Ｍ
Ｖ
機
運
醸
成
」、「
行
財
政

改
革
」、「
Ｄ
Ｘ
推
進
」
な
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
と

一
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

４
．
世
界
初
が
走
る
町
。

　
平
成
四
年
に
開
業
し
た
阿
佐
東
線
は
、
海
陽
町
と
高
知

県
東
洋
町
を
結
ぶ
全
長
八
・
五
㎞
の
鉄
道
で
過
疎
化
が
進

む
他
の
地
域
公
共
交
通
同
様
赤
字
が
続
き
、
経
営
改
善
が

急
務
と
な
る
中
、

観
光
で
地
域
公

共
交
通
を
維
持

し
、
地
域
へ
の

経
済
波
及
効
果

の
拡
大
を
図
る

新
た
な
モ
デ
ル

と
し
て
Ｄ
Ｍ
Ｖ

（
デ
ュ
ア
ル
・

モ
ー
ド
・
ビ
ー

ク
ル
）
導
入
に

向
け
た
準
備
が

進
め
ら
れ
、
営

業
運
行
を
開
始

ＤＭＶ
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す
る
予
定
で
す
。

　「
県
を
跨
い
だ
世
界
初
」
の
Ｄ
Ｍ
Ｖ
で
す
が
、
平
日
は
、

バ
ス
モ
ー
ド
で
阿
波
海
南
文
化
村
か
ら
阿
波
海
南
駅
ま
で

走
行
し
ま
す
。
阿
波
海
南
駅
で
モ
ー
ド
チ
ェ
ン
ジ
（
バ
ス

車
両
の
下
か
ら
鉄
車
両
が
現
れ
、
十
五
秒
ほ
ど
で
鉄
道

モ
ー
ド
に
突
入
し
ま
す
）
し
、
鉄
道
モ
ー
ド
で
甲
浦
駅
ま

で
運
行
、
甲
浦
駅
か
ら
は
バ
ス
モ
ー
ド
に
チ
ェ
ン
ジ
し
、

東
洋
町
の
海
の
駅
、
そ
し
て
道
の
駅
宍
喰
温
泉
ま
で
の

ル
ー
ト
約
一
〇
㎞
を
往
復
し
ま
す
。
土
日
祝
日

は
、「
週
末
の
お
楽
し
み
」と
し
て
、平
日
の
ル
ー

ト
に
加
え
、
室
戸
方
面
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
を

一
往
復
し
ま
す
。

　
鉄
道
フ
ァ
ン
を
は
じ
め
全
国
の
乗
り
物
フ
ァ

ン
か
ら
の
注
目
度
が
高
い
た
め
、
県
外
や
世
界

か
ら
も
観
光
客
を
お
迎
え
し
、
地
域
へ
の
経
済

波
及
効
果
を
高
め
る
た
め
、
海
陽
町
で
は
、
県

や
四
国
の
右
下
観
光
局
と
連
携
し
な
が
ら
、「
Ｄ

Ｍ
Ｖ
機
運
醸
成
Ｐ
Ｔ
」
が
主
体
と
な
り
「
世
界

初
が
走
る
町
。」
を
合
い
言
葉
に
、
応
援
ソ
ン

グ
や
ダ
ン
ス
動
画
、
絵
本
な
ど
も
制
作
し
、
運

行
開
始
を
控
え
最
終
の
受
入
準
備
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

５
．
行
政
も
モ
ー
ド
チ
ェ
ン
ジ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
社
会
経
済
活
動
や
日

常
生
活
が
一
変
し
、
世
界
が
文
明
の
転
換
期
を
迎
え
て
い

ま
す
。
海
陽
町
は
合
併
後
十
五
年
が
経
過
し
、
新
町
と
し

て
の
基
礎
は
固
ま
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
の
当
た
り
前

を
当
た
り
前
と
せ
ず
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
変
革
の
時
期

と
捉
え
、
Ｄ
Ｍ
Ｖ
同
様
、「
モ
ー
ド
チ
ェ
ン
ジ
」
し
十
年
、

二
十
年
先
を
見
据
え
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
三
浦
町
長
の
公
約
で
も
あ
る
「
ハ
イ
セ

ン
ス
な
田
舎
づ
く
り
」
に
向
け
、
全
職
員
が
こ
れ
か
ら
の

町
の
未
来
を
想
像
し
、
行
革
に
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持

向
上
に
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
り
な
が
ら
必
要
な
対
策
を
創

造
で
き
る
よ
う
町
の
運
営
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で

い
く
所
存
で
す
。

　
昨
年
四
月
よ
り
海
陽
町
に
赴
任
し
、
は
や
一
年
が
経
過

し
ま
し
た
が
、
町
長
さ
ん
は
じ
め
役
場
職
員
の
皆
さ
ん
に

お
支
え
い
た
だ
き
、
海
南
病
院
改
革
、
三
セ
ク

漁
火
の
経
営
改
革
や
コ
ロ
ナ
対
応
な
ど
大
小
の

課
題
と
奮
闘
す
る
日
々
を
過
ご
し
、
海
陽
町
の

伝
統
や
文
化
に
触
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の

海
陽
町
の
貴
重
な
財
産
を
将
来
の
世
代
に
引
き

継
い
で
い
く
た
め
に
も
気
を
引
き
締
め
て
日
々

の
業
務
に
当
た
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

ＤＭＶ運行ルート（全体）
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は
じ
め
に

　
私
が
徳
島
県
に
研
修
生
と
し
て
派
遣
さ
れ

た
の
は
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
年
前
。
平
成

二
十
三
年
度
の
こ
と
で
し
た
。

　
そ
の
年
は
、
四
月
十
日
に
県
知
事
選
挙
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、
地
域
振
興
総
局
内
は
選

挙
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

直
前
の
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大

震
災
の
被
災
地
支
援
の
た
め
県
や
市
町
村
の

職
員
が
継
続
的
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
県
庁

全
体
が
慌
た
だ
し
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
美
馬
市
や
総
局
か
ら

も
東
北
に
派
遣
さ
れ
る
方
が
い
て
、
何
度
も

出
発
式
や
見
送
り
に
参
加
し
た
こ
と
を
覚
え

て
い
ま
す
。

振
興
担
当
の
一
年

　
私
の
前
期
の
派
遣
先
は
、
当
時
の
地
域
振

興
総
局
地
方
主
権
推
進
課
の
振
興
担
当
で
し

た
。「
前
期
の
」と
書
き
ま
し
た
が
、実
は（
い

ろ
い
ろ
事
情
が
あ
り
ま
し
て
）
研
修
生
の
中

で
私
だ
け
異
動
が
な
く
、
一
年
間
じ
っ
く
り

振
興
担
当
の
業
務
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　
振
興
担
当
の
研
修
生
は
、
主
に
各
種
財
団

法
人
の
助
成
事
業
と
融
資
事
業
を
担
当
し
ま

す
。
市
町
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査

す
る
だ
け
で
な
く
、
市
町
村
と
財
団
と
の
間

で
両
者
の
調
整
を
行
う
こ
と
も
重
要
な
仕
事

で
し
た
。
ま
た
、
そ
の
年
は
、
建
設
中
だ
っ

た
「
ゆ
め
タ
ウ
ン
徳
島
」
や
、
サ
ッ
カ
ー
日

本
代
表
Ｏ
Ｂ
と
の
親
善
試
合
「
ド
リ
ー
ム
・

サ
ッ
カ
ー
」
な
ど
の
事
業
に
も
関
わ
る
機
会

が
あ
っ
た
た
め
、
視
察
や
会
議
の
準
備
・
調

整
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
課
長
や
局

長
に
対
し
て
レ
ク
を
す
る
機
会
も
多
く
、
理

解
を
得
る
た
め
に
有
効
な
資
料
を
作
成
す
る

に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
意
識
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
最
初
は
な
か
な
か
う
ま
く

い
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
メ
ン
タ
ー
だ
っ
た

当
時
の
係
長
が
、
小
さ
な
こ
と
で
も
相
談
に

乗
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
経
験
を
通
じ
て
、
資
料
の
客
観
性
・
正

当
性
を
裏
付
け
る
デ
ー
タ
の
必
要
性
や
活
用

方
法
、
情
報
を
過
不
足
な
く
反
映
し
、
誰
に

と
っ
て
も
分
か
り
や
す
く
簡
潔
に
ま
と
め
る

こ
と
の
重
要
性
を
学
び
ま
し
た
。
こ
の
と
き

身
に
つ
け
た
考
え
方
は
、
今
も
私
の
仕
事
の

基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

と
く
し
ま
集
落
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
平
成
二
十
三
年
度
は
、「
と
く
し
ま
集
落

再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
立
ち
上
げ
の
年
で
も

あ
り
ま
し
た
。

研
修
生
は
楽
し
い
！

美
馬
市
企
画
総
務
部
危
機
管
理
課
課
長
補
佐

藤
　
原
　
由
美
子

同期の研修生との広島旅行

ドリーム・サッカー参加選手のサインボール

工事中のゆめタウン徳島
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こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
過
疎
集
落
再
生

の
た
め
の
対
策
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
、

委
員
の
公
募
・
選
定
か
ら
始
ま
り
、
七
月
か

ら
翌
年
一
月
末
ま
で
の
七
か
月
の
間
に
、
四

回
の
検
討
委
員
会
の
ほ
か
、
起
草
委
員
会
、

戦
略
的
調
整
会
議
な
ど
、
計
十
回
の
会
議
を

経
て
完
成
し
ま
し
た
。
会
議
に
当
た
っ
て
、

課
員
で
県
内
各
地
を
回
り
先
進
的
な
取
組
を

さ
れ
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
事
業
者
の
方
か
ら
直

接
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
ほ
か
、
過
疎
集

落
の
景
観
や
伝
統
文
化
、
地
域
産
品
を
紹
介

す
る
た
め
に
、
会
場
を
写
真
パ
ネ
ル
で
囲
ん

だ
り
、
試
食
会
を
併
せ
て
実
施
し
た
り
も
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、
会
議
と
並
行
し
て
様
々
な
事
業
も

実
施
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
主
担
当
を
受
け
持

つ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
い
ろ
い

ろ
な
事
業
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
ご
う
で
写
真
展
を
開
催
し
た
り
、

ゆ
め
タ
ウ
ン
で
地
域
産
品
の
展
示
即
売
会
や

伝
統
芸
能
の
実
演
を
実
施
し
た
り
、
薬
草
粥

を
作
っ
て
宿
泊
施
設
に
売
り
込
ん
だ
り
…
。

　
会
議
も
事
業
も
準
備
が
本
当
に
大
変
で
し

た
が
（
主
担
当
の
方
は
更
に
大
変
そ
う
で
し

た
が
）、
従
来
の
業
務
に
加
え
て
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
一
年
を
通
し
て
関
わ
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
は
、
非
常
に
貴
重
な
経
験
と
な

り
ま
し
た
。

　
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
研
修
生
活
で
の
貴
重
な
経
験
と
い
え
ば
、

「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。

　
今
で
こ
そ
県
内
各
地
で
展
開
さ
れ
て
い
る

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
で
す
が
、
当
時
は
ま

だ
第
一
弾
の
実
証
実
験
が
神
山
町
で
始
ま
っ

た
ば
か
り
で
し
た
。
お
と
な
り
の
地
域
情
報

課
が
担
当
だ
っ
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
か
急
遽

そ
の
実
証
実
験
に
同
行
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
ま
で
「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
」
と
い

う
言
葉
す
ら
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
私
は
、

車
の
中
で
説
明
を
受
け
な
が
ら
神
山
町
に
向

か
い
ま
し
た
。
そ
の
時
は
、「
な
ぜ
私
が
？
」

と
も
思
い
ま
し
た
が
（
そ
し
て
、
理
由
は
未

だ
に
分
か
り
ま
せ
ん
が
）、
そ
れ
を
き
っ
か

け
に
、
そ
の
後
、
企
業
の
方
の
体
験
ツ
ア
ー

や
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

こ
の
機
会
が
な
け
れ
ば
出
会
う
こ
と
も
な

か
っ
た
だ
ろ
う
年
齢
も
キ
ャ
リ
ア
も
価
値
観

も
異
な
る
方
々
か
ら
貴
重
な
話
を
た
く
さ
ん

伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

さ
い
ご
に

　
美
馬
市
に
戻
っ
て
か
ら
、
ふ
る
さ
と
振
興

課
、
企
画
政
策
課
を
経
て
、
今
は
危
機
管
理

課
で
勤
務
し
て
い
ま
す
。
財
政
、
危
機
管
理

と
、
少
し
バ
タ
バ
タ
し
て
忙
し
い
年
が
続
い

て
い
ま
す
が
、
め
げ
ず
に
頑
張
れ
て
い
る
の

は
、
研
修
生
活
の
一
年
間
、
ど
ん
な
状
況
で

も
や
り
遂
げ
る
総
局
の
人
た
ち
を
見
て
い
た

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
一
年
間
、
し
ん
ど
い
こ
と
も
嫌
な
こ
と
も

も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
み
ん
な
で
息
抜

き
も
た
く
さ
ん
し
て
、
く
だ
ら
な
い
こ
と
で

た
く
さ
ん
笑
っ
て
、
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
総

じ
て
楽
し
い
一
年
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う

思
え
る
の
は
、
同
期
の
研
修
生
は
も
ち
ろ

ん
、
地
方
主
権
推
進
課
や
地
域
振
興
総
局
な

ど
、
周
り
の
人
た
ち
に
恵
ま
れ
た
か
ら
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
に
助
け
て
い
た
だ

き
、
無
事
に
楽
し
く
研
修
生
活
を
終
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
今
も
困
っ
た
と
き
に
は

助
け
て
も
ら
っ
て
い
て
、
本
当
に
あ
り
が
た

く
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
せ
い
で
な

か
な
か
会
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
落
ち

着
い
た
ら
ま
た
集
ま
り
た
い
ね
と
話
し
て
い

ま
す
。
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
、
お
い
し
い
も

の
を
食
べ
て
、
く
だ
ら
な
い
こ
と
で
笑
い
合

え
る
日
々
が
、
早
く
戻
っ
て
く
れ
ば
い
い
な

と
思
い
な
が
ら
、
今
日
も
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

第１回検討委員会（集落の写真パネルで囲まれた会場）

第２回検討委員会（地域産品の試食会）
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は
じ
め
に

　
令
和
二
年
十
月
七
日
（
水
）
か
ら
令
和
二

年
十
月
九
日
（
金
）
に
か
け
て
滋
賀
県
の
「
全

国
市
町
村
国
際
文
化
研
修
所
」
に
て
「
中
堅

職
員
リ
ー
ダ
ー
研
修
」
を
受
講
し
ま
し
た
。

　
研
修
所
ま
で
高
速
バ
ス
、
Ｊ
Ｒ
等
公
共
交

通
機
関
を
利
用
し
て
、
マ
ス
ク
常
時
着
用
、

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
、
手
洗
い
の
徹
底
を
行
い

な
が
ら
移
動
し
ま
し
た
。
ま
た
、
研
修
所
で

は
受
講
時
・
演
習
時
の
マ
ス
ク
常
時
着
用
、

毎
朝
の
体
温
チ
ェ
ッ
ク
、
二
人
用
の
机
に
一

人
着
席
、
休
憩
時
間
の
換
気
、
発
表
の
際
は

ス
タ
ン
ド
マ
イ
ク
の
使
用
な
ど
感
染
症
予
防

の
た
め
の
対
策
を
講
じ
て
い
た
だ
い
て
受
講

し
ま
し
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
全
国
各
地
で
発

症
し
て
い
た
状
況
下
で
し
た
が
全
国
各
地
か

ら
二
十
四
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　
研
修
を
受
講
す
る
に
あ
た
り
、
職
場
の
中

堅
と
し
て
メ
ン
バ
ー
を
ま
と
め
、
動
か
し
、

引
っ
張
っ
て
い
く
力
を
身
に
つ
け
る
の
は
ど

う
し
た
ら
い
い
の
か
、
自
ら
を
起
点
に
し
て

チ
ー
ム
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

土
壌
を
作
っ
て
い
く
ス
キ
ル
や
、
チ
ー
ム
で

成
果
を
出
す
た
め
の
管
理
・
運
営
ス
キ
ル
を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
研
修
に
臨

み
ま
し
た
。

研
修
内
容

　
本
研
修
は
、
二
泊
三
日
の
行
程
で
全
五
講

座
を
受
講
し
ま
し
た
。
本
稿
で
は
講
義
に
つ

い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

十
月
七
日
　
講
義
一
日
目

　
講
義
初
日
は
今
冬
の
ボ
ー
ナ
ス
〇
・

〇
五
ヶ
月
カ
ッ
ト
が
勧
告
さ
れ
た
日
で
し
た
。

【
講
義
】　
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
運
営

　
二
〇
四
〇
年
に
か
け
て
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世

代
も
高
齢
者
と
な
り
、
多
く
の
自
治
体
で
は

人
口
が
大
幅
に
減
少
し
公
共
施
設
の
老
朽
化

が
進
む
な
ど
、
社
会
情
勢
の
大
き
な
変
化
が

予
想
さ
れ
ま
す
。「
自
治
体
戦
略
二
〇
四
〇

構
想
」
を
も
と
に
、
今
後
の
自
治
体
を
取
り

巻
く
環
境
の
変
化
や
、
人
口
減
少
時
代
に
取

る
べ
き
自
治
体
の
戦
略
に
つ
い
て
講
義
を
受

講
。

【
講
義
】　
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
の
働
き
方
と

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
等
で
自
治

体
の
組
織
で
は
様
々
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て

令
和
二
年
度
「
中
堅
職
員

　
リ
ー
ダ
ー
研
修
」
を
受
講
し
て

中
　
田
　
敦
　
士

　
　
勝
浦
町
出
納
室
室
長
補
佐

出典：全国市町村国際文化研修所ホームページ
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い
ま
す
。
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
お
け
る
働

き
方
改
革
の
課
題
を
再
確
認
し
、
こ
れ
か
ら

の
自
治
体
職
員
に
求
め
ら
れ
る
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
に
つ
い
て
講
義
を
受
講
。

十
月
八
日
　
講
義
二
日
目

【
講
義
・
グ
ル
ー
プ
演
習
】　
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

で
成
果
を
上
げ
る

　
業
務
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る

た
め
、
ま
た
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
大
切
。
成
果
を
上
げ
る
た

め
の
チ
ー
ム
づ
く
り
や
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の

役
割
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
必
要
な
考
え
方
等

に
つ
い
て
再
認
識
の
方
法
の
講
義
及
び
グ

ル
ー
プ
演
習
。

【
講
義
・
グ
ル
ー
プ
演
習
】　
メ
ン
バ
ー
の
力

を
引
き
出
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
部
下
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
質
問

の
仕
方
や
褒
め
方
、
メ
ン
バ
ー
の
力
を
「
引

き
出
し
」「
ま
と
め
る
」た
め
の
コ
ー
チ
ン
グ
・

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
つ
い
て
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
知
識
か
ら
職
場
で
使

え
る
実
践
的
な
方
法
の
講
義
及
び
グ
ル
ー
プ

演
習
。

十
月
九
日
　
講
義
三
日
目

【
講
義
・
演
習
】　
施
策
立
案
の
た
め
の
デ
ー

タ
の
読
み
方
　

　
統
計
の
基
礎
的
な
概
念
や
、
隠
れ
た
要
因

を
見
つ
け
る
考
え
方
、
相
関
関
係
と
因
果
関

係
の
違
い
、
統
計
資
料
に
だ
ま
さ
れ
な
い
、

だ
ま
さ
な
い
た
め
の
基
本
的
な
デ
ー
タ
の
読

み
方
に
つ
い
て
学
ぶ
と
と
も
に
、
デ
ー
タ
を

用
い
て
自
分
の
考
え
を
エ
ク
セ
ル
を
用
い
て

説
明
を
す
る
こ
と
の
演
習
。

ま
と
め　
研
修
の
成
果
・
感
想

　
目
標
は
日
頃
か
ら
口
に
し
て
い
ま
す
が
、

目
的
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ

と
か
ら
メ
ン
バ
ー
の
や
る
気
を
向
上
さ
せ
る

の
に
は
明
確
な
目
的
を
設
定
す
る
こ
と
が
必

要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
課
題
と
し
て
「
生
産

性
の
向
上
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
共
通
の
考
え
方
を
作
り
出
し
、
自
創
、

自
走
す
る
環
境
を
早
々
に
構
築
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
現
状
、
職
場
で
十
分
に
で
き
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
為
、
改
善
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

産
性
が
三
倍
。
そ
こ
を
目
指
し
て
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
活
か
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
研
修
を
通
し
て
、
改
め
て
、
自
身
が
足
り

て
い
る
だ
ろ
う
点
と
明
ら
か
に
足
り
て
い
な

い
点
に
気
づ
き
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
目
指
す
べ
き
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
リ

ン
ク
す
る
点
も
多
か
っ
た
で
す
が
明
瞭
簡
潔

に
言
葉
ま
た
は
文
章
に
す
る
こ
と
は
意
識
し

て
お
ら
ず
、
伝
え
る
こ
と
に
お
い
て
怠
慢
で

あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
の
他
、
講
習
全
体
を
通
し
て
飽
き
さ
せ

な
い
工
夫
や
聴
か
せ
る
技
術
も
大
変
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。

　
最
後
に
市
町
村
振
興
協
会
　
中
川
さ
ん
か

ら
執
筆
依
頼
が
あ
り
講
義
・
演
習
時
の
写
真

が
一
枚
も
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。(

感

染
防
止
の
た
め
撮
影
を
控
え
て
い
ま
し
た)

全
国
市
町
村
国
際
文
化
研
修
所
の
細
谷
さ
ん

始
め
、
グ
ル
ー
プ
討
議
で
一
緒
だ
っ
た
仲
間

か
ら
写
真
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
こ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
れ
ば
積

極
的
に
受
講
し
、
自
己
研
鑽
に
努
め
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

グループ演習
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　美波町では、令和元年度に徳島県の補助金を活用し、

地元企業であるサイファー・テック株式会社と、美波

町の防災に特化した独自の防災アプリ「美波防災ナビ」

を作成いたしました。

　町内で発生が懸念される様々な

災害に対し速やかな情報発信を行

うことによる減災、災害に強いま

ちづくりの構築を目的とし、きめ

細かな情報を配信することで、二

次被害や二次災害等を防止すると

ともに、災害に対する意識の向上、情報の共有を行う

ことで安全安心に暮らせるまちづくりを目標としてい

ます。

　まず、アプリを作成するに際し、「避難情報発令時

に住民の方が避難のタイミングを分かりやすくするこ

と」が最も重要だと思いました。

　それは、町内に居住する高齢者世帯、小さな子供が

いる世帯など本来なら避難行動に時間を要する住民が

早い段階で避難することが望ましいが、そういった世

帯ほど避難行動に繋がらない傾向があると感じたから

です。

　そこで、アプリを活用することで、若い世代への呼

びかけや、高齢者のみの世帯には町内外に住む縁者が

アプリをインストールすることにより、町外からでも

町内の状況を把握でき、助言による避難へ繋がること

が期待できるのではないかと思いました。

　また、停電時には防災行政無線やテレビ等での情報

取得が困難な状況においても、確実に情報を発信でき

ることも大きなメリットです。

　アプリの機能としては、①「災害情報提供」②「災

害通報機能」③「事前防災情報提供」④「避難場所誘

導機能」などがあり、他市町村でもアプリの運用を行っ

ている事例もありますが、「美波防災ナビ」は、住民

からの②「災害通報機能」があり、職員だけでは町内

全てを把握することは困難であり、住民からの位置情

報を活用した情報を提供してもらうことにより、災害

場所の特定や状況確認が速やかに行え、二次被害等を

軽減することが可能となります。

　④「避難場所

誘導機能」につ

いては、津波等

の災害において

平時より自宅や

職場等からの緊

急避難場所への

経路や危険個所

の事前確認、家

族間での情報共

有、また美波町は観光来町者や各種祭り、参拝者やイ

ベント等で町外から多くの方が訪れることから、宿泊

施設や飲食店、観光案内所などにＱＲコードを設置す

るなど幅広くインストールを呼び掛けるなどし、発災

時には土地勘がなくてもＧＰＳ機能を利用し避難経路

を表示させることができます。

　さらには、2022年には関西ワールドマスターズゲー

ムスの開催があるなど、外国人来町者（インバウンド）

にも対応できるよう英語表記機能もあります。

　作成したアプリについては、近隣の市町村

も導入することにより、道路事情など町村を

超えた情報共有にも期待できると考えており

ます。

　作成＝完結ではなく今後は、消防防災とし

て火災発生時に消防団員への消火活動に係る

場所の周知や状況報告など、町民の命や財産

を守ることを目的とした、防災に幅広く活用

できるアプリを今後も進化させたいと思って

おります。

　　　　　　　　　　お問い合わせ

　　　　　　　　　　　美波町消防防災課

　　　　　　　　　　　TEL 0884-77-3619

美波町 「美波防災ナビ」について

美波防災ナビ
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板野町
　板野町は、基幹産業である農業を中心として地域が

発展してきましたが、全国的な傾向と同様、農家数が

減少し耕作放棄地が増加しています。

　こうした中、平成27年10月に板野町総合戦略にお

ける重点施策に「道の駅」を位置づけ、「活き活きと

魅力に満ちた田園都市」をグランドデザインとして掲

げたまちづくりの一環として、産業の振興、地域福祉

の充実、防災拠点整備の実現をめざし、「道の駅いたの」

の設置に向けた基軸となる考え方や方針を整理し、道

の駅整備における基本計画を策定しました。

　この道の駅は、次世代エネルギーを備えた未来志向

型の道の駅として、また防災拠点となる道の駅として

整備し、令和３年３月30日に開駅、４月１日には施

設をオープンしました。

　地域振興施設につきましては、特産物直売所、レス

トラン及び軽飲食コーナーや農業支援研修室、地域情

報コーナーのほか、トイレ、足湯、ドッグラン、レン

タサイクル、EV急速充電器などを整備し、本年11月

には全国初となる道の駅併設の移動式水素ステーショ

ンを整備します。

　道の駅の敷地面積は約41,900㎡あり、駐車場は、約

326台分を完備しており、高速バス及び路線バス停留

所の整備を行

うことにより、

施設利用者ま

た住民の利便

性の向上はも

とより、公共

交通利用促進

等にも寄与で

きるものと考えています。

　また、昨今の大規模災害に備えるため道の駅構内に

ヘリポート、耐震性貯水槽、避難所兼備蓄倉庫の施設

も整備し、災害時の防災拠点となるよう整備していま

す。

　本駅は、地

域活性化の拠

点となる優れ

た企画が期待

できる駅とし

て、令和２年

２月に国土交

通省による重

点「道の駅」

に選定され、

また同年７月には、四国地方で88番目となる「道の駅」

に登録されました。

　道の駅いたのは、高松自動車道板野ICと徳島自動車

道藍住IC間の県道徳島引田線沿いに位置し、周辺には、

温泉施設「あせび温泉やすらぎの郷」、大型公園「あ

すたむらんど徳島」や四国88箇所霊場の第３番第４

番第５番札所などの観光スポットが存在し、「人が参

る道の駅」としたキャッチフレーズを掲げ、関係人口

の増加を大いに期待していますので、ぜひお越しくだ

さい。

　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ

　　　　　　　　　　　　　　　板野町産業課

　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088-672-5994

道の駅いたの全景

バス待合所の様子

地域振興施設の全景

道の駅「いたの」整備・運営事業

防災施設の全景
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は
じ
め
に

　
令
和
二
年
四
月
一
日
よ
り
、
地
方
公
務
員
法
及
び
地

方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年

法
律
第
二
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
が
施

行
さ
れ
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、

制
度
の
趣
旨
、
勤
務
の
内
容
に
応
じ
た
任
用
・
勤
務
条

件
を
確
保
す
る
た
め
に
、
改
正
法
の
施
行
に
遺
漏
の
な

い
よ
う
必
要
な
対
応
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
改
正
の
趣
旨
及
び
適
正
な
運
用
の
留
意

事
項
に
つ
い
て
改
め
て
解
説
す
る
。

改
正
法
の
趣
旨

　
地
方
公
務
員
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、

総
数
が
全
国
で
約
六
四
万
人
（
平
成
二
十
八
年
四
月
時

点
）
と
増
加
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
教
育
、
子
育
て
な
ど
増
大
し
多
様
化
す
る
行

政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
地
方
行
政
の
重
要
な
担
い
手
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
適
正
な
任

用
・
勤
務
条
件
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

今
般
の
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
改
正
法
に
お
い
て
は
、
一
般
職
の
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
を
創
設
し
、
任
用
、
服
務
規
律
等
の
整
備
を
図

る
と
と
も
に
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用

職
員
の
任
用
要
件
の
厳
格
化
を
行
い
、
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
へ
の
必
要
な
移
行
を
図
り
、
併
せ
て
、
会
計

年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
期
末
手
当
の
支
給
を
可

能
と
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
改
正
に
基
づ
き
、
従
来
、
制
度
が
不
明
確
で
あ

り
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
任
用
・
勤
務
条
件
に
関

す
る
取
扱
い
が
区
々
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
統
一
的

な
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
今
後
の
制
度
的
な
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
で

各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
臨
時
・
非
常
勤
職
員
制
度

の
適
切
な
運
用
を
確
保
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

任
用
根
拠
の
明
確
化
・
適
正
化　
　
　
　

  

個
々
具
体
の
職
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
就
け
よ
う

と
す
る
職
の
職
務
の
内
容
・
勤
務
形
態
等
に
応
じ
、「
任

期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
」、「
任
期
付
職
員
」、「
臨

時
・
非
常
勤
職
員
」
の
い
ず
れ
が
適
当
か
を
検
討
し
、

そ
の
上
で
、
臨
時
非
常
勤
の
職
と
し
て
設
定
を
す
る
場

合
に
は
、
当
該
職
員
の
服
務
、
勤
務
条
件
等
が
任
用
根

拠
に
従
っ
て
法
令
等
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

区
分
ご
と
に
任
用
根
拠
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
行
う
も
の

と
し
、
か
つ
、
い
ず
れ
の
任
用
根
拠
に
位
置
づ
け
る
か

を
明
確
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
１
）　
会
計
年
度
任
用
職
員
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
　

後
の
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
新
地
方
公
務
員
法
」　

と
い
う
。）
第
一
七
条
及
び
第
二
二
条
の
二
）

（
２
）　
臨
時
的
任
用
職
員
（
新
地
方
公
務
員
法
第
二
二

条
の
三
）

（
３
）　
特
別
職
非
常
勤
職
員
（
新
地
方
公
務
員
法
第
　

三
条
第
三
項
）

会計年度任用職員制度について

市町村課主事（行政担当）　田　村　工　亮
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は
、
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
を
中
心
と
す
る
と

い
う
原
則
を
前
提
と
し
、
こ
の
常
勤
職
員
が
占
め
る
常

時
勤
務
を
要
す
る
職
（
定
数
条
例
の
対
象
と
な
る
職
）

と
非
常
勤
の
職
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
施
行
後
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
１
）　
常
時
勤
務
を
要
す
る
職

　
次
の
ア
及
び
イ
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
も
の
で

あ
る
こ
と
。

　
ア
　
相
当
の
期
間
任
用
さ
れ
る
職
員
を
就
け
る
べ
き

業
務
に
従
事
す
る
職
で
あ
る
こ
と
（
従
事
す
る
業

務
の
性
質
に
関
す
る
要
件
）

　
イ
　
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
と
す
べ
き
標
準
的
な
業
務
の

量
が
あ
る
職
で
あ
る
こ
と
（
勤
務
時
間
に
関
す
る

要
件
）

　【
当
該
職
に
就
く
べ
き
職
員
】

　
・
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員

　
・
任
期
付
職
員

　
・
再
任
用
職
員

　
・
臨
時
的
任
用
職
員

（
２
）　
非
常
勤
の
職

　
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
以
外
の
職
で
あ
り
、「
短
時

間
勤
務
の
職
（（
１
）
ア
を
満
た
す
が
、（
１
）
イ
は
満

た
さ
な
い
も
の
）」
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　【
当
該
職
に
就
く
べ
き
職
員
】

　〈
短
時
間
勤
務
の
職
〉

　
・
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

　
・
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

　〈
会
計
年
度
任
用
の
職
〉

　
特
に
、
従
来
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任

用
職
員
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
も
の
の
要
件
が
厳

格
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
へ

の
必
要
な
移
行
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
臨
時
・
非
常

勤
職
員
全
体
と
し
て
任
用
根
拠
の
適
正
化
を
図
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
留
意
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。

臨
時
・
非
常
勤
の
職
の
設
定
に　
　
　
　

当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方　
　
　
　

  

各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
組
織
と
し
て
最
適

と
考
え
る
任
用
・
勤
務
形
態
の
人
員
構
成
を
実
現
す
る

こ
と
に
よ
り
、
厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
っ
て
も
、
住
民

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
効
果
的
・
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の

際
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
徹
底
的
な
活
用
、
民
間
委
託
の
推
進
等

に
よ
る
業
務
改
革
を
進
め
、
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
体

制
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
た
め
、
臨
時
・
非
常
勤
の
職
の
設
定
に
当
た
っ

て
は
、
現
に
存
在
す
る
職
を
漫
然
と
存
続
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
の
必
要
性
を
十
分
吟
味
し
た
上

で
、
適
正
な
人
員
配
置
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

た
。

　

常
勤
職
員
と
臨
時
・
非
常
勤
職
員
と
の　

関
係

　
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
務
の
運
営
に
お
い
て

　
・
フ
ル
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員

　
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員

　
こ
の
た
め
、「
会
計
年
度
任
用
の
職
」
の
職
務
の
内

容
や
責
任
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
の
職
と
異

な
る
設
定
を
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
任
用
根
拠
の
見
直
し
に
伴
い
、
職
の
中
に
常

勤
職
員
が
行
う
べ
き
業
務
に
従
事
す
る
職
が
存
在
す
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
臨
時
・
非
常
勤

職
員
で
は
な
く
、
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
や
任

期
付
職
員
の
活
用
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
さ
れ
た
。

常
時
勤
務
を
要
す
る
職

常
時
勤
務
を
要
す
る
職

常
時
勤
務
を
要
す
る
職

常
時
勤
務
を
要
す
る
職

非
常
勤
の
職

非
常
勤
の
職

特別職特別職
左記以外の業務に従事「相当の期間任用される職員」を就けるべき業務に従事



2021.6 AWA no JICHI No.98　36

Business corner

会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
独
自
の
一
般 

非
常
勤
職
員
の
任
用
を
避
け
る
べ
き
こ
と 

　
地
方
公
務
員
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、

一
般
職
の
非
常
勤
職
員
制
度
が
不
明
確
な
中
、
制
度
の

趣
旨
に
沿
わ
な
い
任
用
が
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
、
勤
務

条
件
に
関
す
る
課
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
適
正
化
を
図
る
観
点
か
ら
、

新
地
方
公
務
員
法
上
、
一
般
職
の
会
計
年
度
任
用
職
員

を
明
確
に
定
義
し
、
任
用
や
服
務
規
律
等
を
定
め
る
と

と
も
に
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
期
末
手
当
の
支
給
を
可
能

と
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
改
正
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
と
、
一
般

職
と
し
て
非
常
勤
職
員
を
任
用
す
る
場
合
に
は
、
会
計

年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、

会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
独
自
の
一
般
職
非
常
勤
職

員
と
し
て
任
用
す
る
こ
と
は
、
適
正
な
任
用
・
勤
務
条

件
を
確
保
す
る
と
い
う
改
正
法
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
不

適
当
な
も
の
で
、
避
け
る
べ
き
と
さ
れ
た
。

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
へ
の
移
行
に　

当
た
っ
て
の
考
え
方

　
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
か
ら
会

計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
移
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

先
の
考
え
方
に
基
づ
く
職
の
設
定
を
踏
ま
え
た
上
で
、

こ
れ
ま
で
要
綱
等
に
よ
り
事
実
上
対
応
し
て
き
た
任

用
・
勤
務
条
件
に
つ
い
て
、
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤

職
員
と
の
権
衡
の
観
点
か
ら
改
め
て
整
理
を
行
い
、
条

例
、
規
則
等
へ
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
た
。

　
な
お
、
単
に
勤
務
条
件
の
確
保
等
に
伴
う
財
政
上
の

制
約
を
理
由
と
し
て
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時

的
任
用
職
員
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
へ
の
必
要

な
移
行
に
つ
い
て
抑
制
を
図
る
こ
と
は
、適
正
な
任
用
・

勤
務
条
件
を
確
保
す
る
と
い
う
改
正
法
の
趣
旨
に
沿
わ

な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
適
正
な　
　

運
用
等
に
つ
い
て　
　

  

こ
の
ほ
か
、
平
成
三
十
年
十
月
十
八
日
付
け
総
務
省

自
治
行
政
局
公
務
員
部
長
通
知
と
共
に
示
さ
れ
た
「
会

計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
等
に
向
け
た
事
務
処
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
（
第
二
版
）（
以
下
「
事
務
処
理
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
と
い
う
。）」
等
を
踏
ま
え
、
各
地
方
公
共
団
体

に
お
い
て
必
要
な
対
応
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
ま
た
、
改
正
法
施
行
後
に
は
、「
臨
時
・
非
常
勤
職

員
に
関
す
る
調
査
」
及
び
「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

の
施
行
状
況
等
に
関
す
る
調
査
」
が
実
施
さ
れ
、
概
ね
、

制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
た
運
用
が
図
ら
れ
て
い
た
が
、
ま

だ
対
応
が
十
分
で
な
い
団
体
が
あ
る
と
の
調
査
結
果
が

公
表
さ
れ
た
。

　
併
せ
て
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
事
務
処
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
参
照
し
、
全
て
の
執
行
機
関
に
お
け

る
全
て
の
臨
時
・
非
常
勤
の
職
に
つ
い
て
、
必
要
な
適

正
化
を
図
る
た
め
、
適
切
な
対
応
を
行
う
よ
う
に
と
の

通
知
（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
付
け
総
行
公
第
一

九
六
号
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
長
通
知
）
が
発

出
さ
れ
た
た
め
、
次
の
事
項
に
も
留
意
し
て
運
用
す
る

必
要
が
あ
る
。

適
正
な
運
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項　

１
　
任
用
根
拠
の
適
正
化

　
特
別
職
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、「
専
門
的
な
知

識
経
験
又
は
識
見
を
有
す
る
者
が
就
く
職
で
あ
っ
て
、

当
該
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
非
専
務
的
に
公
務
に
参
画

す
る
労
働
者
性
の
低
い
職
で
あ
り
、
助
言
、
調
査
、
診

断
等
を
行
う
職
」
に
限
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
勤

務
日
数
が
多
く
フ
ル
タ
イ
ム
で
任
用
さ
れ
て
い
る
職
、

上
司
と
の
指
揮
命
令
関
係
の
あ
る
職
に
つ
い
て
は
、
非

専
務
的
に
公
務
に
参
画
す
る
労
働
者
性
の
低
い
職
と
い

う
任
用
要
件
に
沿
う
も
の
で
あ
る
か
十
分
に
検
証
の
上
、

必
要
に
応
じ
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　

２
　
適
切
な
募
集
・
任
用
の
実
施

（
１
）　
応
募
制
限

　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
募
集
に
当
た
っ
て
、
任
用
回

数
や
任
用
年
数
、
年
齢
等
に
よ
り
一
律
に
応
募
要
件
に

制
限
を
設
け
る
こ
と
は
、
平
等
取
扱
い
の
原
則
や
成
績

主
義
の
観
点
か
ら
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
均
等
な

機
会
の
付
与
の
考
え
方
を
踏
ま
え
た
募
集
に
つ
い
て
、

適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
特
に
会
計
年
度
任
用
職

員
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
八
条
の
二
第
四

項
に
規
定
す
る
非
常
勤
職
員
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
定

年
制
は
適
用
さ
れ
ず
、
六
十
歳
以
上
の
者
の
募
集
を
一

律
に
制
限
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
。

（
２
）　
再
度
任
用
時
の
勤
務
条
件
の
明
示
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再
度
の
任
用
に
当
た
っ
て
も
、
任
用
期
間
や
勤
務
時

間
、
給
与
・
報
酬
、
各
種
社
会
保
険
等
の
勤
務
条
件
を

明
示
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
務
員
法
上
の
服
務
規
定

の
適
用
や
懲
戒
処
分
、
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会

へ
の
苦
情
相
談
等
の
対
象
と
な
る
旨
を
説
明
す
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
。

３
　「
空
白
期
間
」
の
適
正
化

　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
の
設
定
に
つ
い
て
は
、

基
本
的
に
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
適
切
に
判

断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
退
職
手
当
や
社
会
保

険
料
等
を
負
担
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
再
度
の
任

用
の
際
、
新
た
な
任
期
と
前
の
任
期
と
の
間
に
一
定
の

期
間
（
い
わ
ゆ
る
「
空
白
期
間
」）
を
設
け
る
こ
と
は

適
切
で
は
な
い
た
め
、
引
き
続
き
適
切
に
対
応
す
る
こ

と
。

４
　
適
切
な
給
与
決
定

（
１
）　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
水
準
に
つ
い
て
は
、
地

方
公
務
員
法
に
定
め
る
均
衡
の
原
則
な
ど
の
給
与
決
定

原
則
を
踏
ま
え
、
基
本
的
に
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員

の
職
務
と
類
似
す
る
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
職
員
の
属

す
る
職
務
の
級
の
初
号
給
の
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、

職
務
の
内
容
や
責
任
、
職
務
遂
行
上
必
要
と
な
る
知
識
、

技
術
及
び
職
務
経
験
等
の
要
素
を
考
慮
す
べ
き
も
の
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
と
異
な
る
取
扱
い
を
行
っ
て
い
る
団

体
は
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
ま
た
、
単
に
財
政
上
の
制
約
の
み
を
理
由
と
し
て
、

期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
抑
制
を
図
る
こ
と
や
、
新

た
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
一
方
で
給
料
や
報
酬
に
つ

い
て
抑
制
を
図
る
こ
と
は
、
改
正
法
の
趣
旨
に
沿
わ
な

い
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
取
扱
い
を
行
っ
て
い

る
団
体
は
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
な
お
、
各

種
諸
手
当
に
つ
い
て
も
、
常
勤
職
員
と
同
様
に
支
給
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
２
）　
臨
時
的
任
用
職
員
の
給
与

　
臨
時
的
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、「
常
時
勤
務
を
要

す
る
職
」
に
就
く
職
員
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
た
め
、

給
与
の
決
定
（
再
度
の
任
用
の
際
の
決
定
を
含
む
）
に

当
た
っ
て
は
、
常
勤
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び

初
任
給
基
準
に
基
づ
き
、
学
歴
免
許
等
の
資
格
や
経
験

年
数
を
考
慮
し
て
適
切
に
決
定
す
る
と
と
も
に
、
諸
手

当
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
と
同
様
に
支
給
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

５
　
適
切
な
勤
務
時
間
の
設
定

　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
そ

の
職
務
の
内
容
や
標
準
的
な
職
務
の
量
に
応
じ
た
適
切

な
勤
務
時
間
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
例
え

ば
、
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
と
す
べ
き
標
準
的
な
職
務
の
量

が
あ
る
職
に
つ
い
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
て
、

勤
務
時
間
を
フ
ル
タ
イ
ム
よ
り
わ
ず
か
に
短
く
設
定
す

る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
。

　
な
お
、
改
正
法
に
お
い
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
フ
ル
タ
イ
ム
で
の
任
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
明
確
化
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
任
用
は
柔

軟
な
人
事
管
理
や
勤
務
条
件
の
改
善
に
よ
る
人
材
確
保

に
も
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

６
　
適
切
な
休
暇
等
の
設
定

　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
暇
等
に
つ
い
て
は
、
当
該

休
暇
等
を
有
給
と
す
る
か
否
か
も
含
め
、
国
の
非
常
勤

職
員
と
の
間
の
権
衡
を
失
し
な
い
よ
う
に
適
当
な
考
慮

が
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ま
た
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
付
与
す
る
年
次
有
給

休
暇
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
二
年
と
さ
れ
て
い
る
。
再
度

任
用
時
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
勤
務
状
況
や
所
定
勤
務

日
数
等
の
勤
務
の
態
様
に
変
更
な
く
再
度
任
用
さ
れ
る

な
ど
、
同
法
に
お
け
る
「
継
続
勤
務
」
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
に
繰
り
越
し
を
し
な
い
取
扱
い
は
、
労
働
基

準
法
上
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
う
し

た
取
扱
い
を
行
っ
て
い
る
団
体
は
、
適
切
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

お
わ
り
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
導
入
さ
れ
て
一
年
が
経

過
し
た
。
従
来
は
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
任
用
・

勤
務
条
件
に
関
す
る
取
扱
い
は
区
々
で
あ
っ
た
が
、
統

一
的
な
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
後
は

市
町
村
間
に
お
い
て
情
報
の
共
有
等
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
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減収補塡債の対象税目の拡大及び
特別減収対策債の創設について

市町村課主事（企画財政担当）　藤　本　将　也

下
回
る
額
の
範
囲
内
の
額
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
特
例
分
と
し
て
は
、
地
方
財
政
法
第
三
三
条
の
五

の
三
の
規
定
に
基
づ
き
算
出
し
た
額
が
対
象
と
さ
れ
て

い
る
。

　
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
図
１
の
と
お
り
、
普
通
交
付

税
の
決
定
後
に
当
該
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
と
税
収

額
と
の
差
額
を
精
算
す
る
た
め
に
発
行
す
る
地
方
債
と

な
っ
て
い
る
。
な
お
、
基
準
財
政
収
入
額
と
税
収
額
と

の
差
額
の
是
正
方
法
は
、
減
収
補

債
の
発
行
の
ほ

か
、
普
通
交
付
税
の
精
算
措
置
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。

２
　
充
当
率
及
び
資
金
区
分

　
充
当
率
は
一
〇
〇
％
で
、
一
般
市
町
村
の
減
収
補

債
に
つ
い
て
は
、
全
額
が
最
も
金
利
の
低
い
公
的
資
金

で
引
き
受
け
ら
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

３
　
財
政
措
置

　
普
通
交
付
税
の
精
算
措
置
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
、
基
準
財
政
収
入
額
と
の
均
衡
を
図

り
、
元
利
償
還
金
の
七
五
％
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
、

後
年
度
、
普
通
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

４
　
過
去
五
年
間
の
全
国
に
お
け
る
減
収
補

債
の
発

行
額
（
市
町
村
分
）

　
・
令
和
元
年
度
　
　
　
一
四
一
億
円

　
・
平
成
三
十
年
度
　
　
　
六
四
億
円

　
・
平
成
二
十
九
年
度
　
一
〇
五
億
円

　
・
平
成
二
十
八
年
度
　
一
七
三
億
円 

は
じ
め
に

　
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
、
地
方
公
共
団
体
の
税
収
や
使
用
料
・
手
数
料
等
に

お
い
て
、
景
気
変
動
に
伴
う
通
常
の
増
減
収
を
上
回
る

大
幅
な
減
収
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
伴
い
、
今

般
、
地
方
財
政
法
等
の
改
正
が
行
わ
れ
、
令
和
二
年
度

限
り
の
措
置
と
し
て
、
減
収
補

債
の
対
象
税
目
に
新

た
に
消
費
や
流
通
に
関
わ
る
七
税
目
が
追
加
さ
れ
た
こ

と
や
特
別
減
収
対
策
債
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、

本
稿
で
は
、
そ
の
内
容
を
説
明
す
る
ほ
か
、
全
国
に
お

け
る
減
収
補

債
等
の
状
況
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た

い
。

　
な
お
、
本
稿
の
内
容
は
、「
市
町
村
分
」
に
限
っ
た

内
容
で
あ
り
、
執
筆
時
点
（
令
和
三
年
二
月
末
日
）
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
御
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

従
来
の
減
収
補
塡
債
（
従
来
分
）
に

つ
い
て

１
　
概
要

　
減
収
補

債
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
法
第
五
条
た

だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
公

共
施
設
又
は
公
用
施
設
の
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
当
該

事
業
に
係
る
通
常
の
地
方
債
に
加
え
て
、
原
則
と
し
て
、

市
町
村
分
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
の
市
町
村
民
税

法
人
税
割
及
び
利
子
割
交
付
金
並
び
に
法
人
事
業
税
交

付
金
の
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
基
礎
と
な
っ
た
収
入

見
込
額
に
比
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
実
際
の
税
収
見
込
額
が
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・
平
成
二
十
七
年
度
　
　
七
三
億
円 

　【
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時
】

　（
平
成
二
十
年
度
　
　
一
、
三
四
八
億
円
）

　（
平
成
二
十
一
年
度
　
一
、
九
一
六
億
円
）     

※
（
総
務
省
自
治
財
政
局
地
方
債
課
作
成
資
料
よ
り
抜

粋
）

５
　
ポ
イ
ン
ト

　
当
該
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
算
定
後
に
お
い
て
、

当
初
の
見
込
額
と
実
績
と
が
大
き
く
乖
離
す
る
場
合
に

は
、
財
政
運
営
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る
場
合
が
あ
る

こ
と
を
考
慮
し
て
、
算
定
に
用
い
た
額
と
実
績
額
と
の

差
に
つ
い
て
、「
減
収
補

債
の
発
行
」
か
「
普
通
交

付
税
の
精
算
措
置
」
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
是
正
が
な

さ
れ
て
い
る
。

　
県
内
の
市
町
村
で
は
、
多
く
の
団
体
が
減
収
補

債

を
発
行
せ
ず
に
、
普
通
交
付
税
の
精
算
措
置
を
講
じ
て

い
る
。令

和
二
年
度
の
減
収
補
塡
債
（
追
加

税
目
分
）
に
つ
い
て

１
　
制
度
改
正
の
背
景

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
地

方
税
等
は
大
幅
な
減
収
が
生
じ
る
見
込
み
で
あ
り
、
地

方
か
ら
も
減
収
補

債
の
対
象
税
目
拡
大
等
に
つ
い

て
、
国
へ
緊
急
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
今
般
、
地
方
財
政
法
等
が
改
正
さ
れ
、
景
気
変
動
を

※図１（一般財団法人　地方財務協会「令和２年度　地方交付税のあらまし」より）
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超
え
る
減
収
が
生
じ
て
い
る
消
費
や
流
通
に
関
わ
る
七

税
目
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
度
限
り
の
措
置
と
し
て
、

減
収
補

債
の
対
象
税
目
に
追
加
さ
れ
た
。

　
　
　

２
　
具
体
的
な
追
加
税
目

　
地
方
消
費
税
・
同
交
付
金
、
軽
油
引
取
税
・
同
交
付

金
、
不
動
産
取
得
税
、
道
府
県
た
ば
こ
税
・
市
町
村
た

ば
こ
税
・
同
交
付
金
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
・
同
交
付
金
、

地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税

３
　
充
当
率
及
び
資
金
区
分

　
充
当
率
は
一
〇
〇
％
で
、
一
般
市
町
村
の
減
収
補

債
に
つ
い
て
は
、
全
額
が
最
も
金
利
の
低
い
公
的
資
金

で
引
き
受
け
ら
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

４
　
財
政
措
置

　
当
該
減
収
補

債
の
後
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

に
つ
い
て
は
、
そ
の
七
五
％
（
地
方
消
費
税
交
付
金
の

増
税
分
（
引
上
げ
分
）
や
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
航

空
機
燃
料
譲
与
税
に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
％
）
を
公
債

費
方
式
に
よ
り
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

　
な
お
、
今
回
の
追
加
措
置
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共

団
体
の
財
政
資
金
の
確
保
を
円
滑
に
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
た
め
、
減
収
補

債
の
追
加
税
目
に
つ
い

て
は
、
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
に
お
け
る
精
算
制
度

の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。

５
　
ポ
イ
ン
ト

　
従
来
の
減
収
補

債
は
、
当
該
年
度
の
基
準
財
政
収

入
額
算
定
後
に
お
い
て
、
当
初
の
見
込
額
と
実
績
と
が

大
き
く
乖
離
す
る
場
合
の
是
正
方
法
と
し
て
、「
減
収

補

債
の
発
行
」
か
「
普
通
交
付
税
の
精
算
措
置
」
が

と
ら
れ
て
い
た
が
、
当
該
減
収
補

債
に
つ
い
て
は
、

「
普
通
交
付
税
の
精
算
措
置
」
の
対
象
外
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
受
け
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
は
、
全
交
付

団
体
が
減
収
補
　
債
を
発
行
す
る
見
込
み
と
な
っ
て
い

る
。
な
お
、
令
和
二
年
度
の
減
収
補
　
債
の
発
行
額
は
、

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時
を
大
き
く
上
回
る
、全
国
で
一
・

三
兆
円
程
度
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
八
割
相
当
を

公
的
資
金
で
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

特
別
減
収
対
策
債
に
つ
い
て

１
　
概
要

　
地
方
公
共
団
体
の
資
金
繰
り
に
万
全
を
期
す
観
点
か

ら
、
史
上
初
の
措
置
と
し
て
、
減
収
補

債
の
対
象
外

と
な
る
入
湯
税
等
の
税
目
や
、
使
用
料
・
手
数
料
の
減

収
に
つ
い
て
、
投
資
的
経
費
の
う
ち
地
方
債
を
充
当
し

て
い
な
い
部
分
を
対
象
と
し
て
、
特
別
減
収
対
策
債
の

発
行
が
新
た
に
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
令
和
三
年
の

財
源
が
、
よ
り
一
層
不
足
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ

と
か
ら
令
和
三
年
度
に
お
い
て
も
本
地
方
債
が
継
続
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
現
時
点
で
の
令
和

二
年
度
の
発
行
見
込
額
は
全
国
で
五
〇
〇
億
円
強
と

な
っ
て
い
る
。

２
　
算
定
方
法

　
令
和
元
年
度
決
算
額
と
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年

度
の
収
入
見
込
額
と
の
比
較

３
　
充
当
率
及
び
資
金
区
分

　
充
当
率
は
一
〇
〇
％
で
、
資
金
区
分
は
民
間
等
資
金

の
み
と
な
っ
て
い
る
。

４
　
財
政
措
置

※（全国知事会資料「新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言」より抜粋）
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資
金
手
当（
交
付
税
措
置
な
し
）の
み
と
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
地
方
債
は
、
毎
年
の
財
政
負
担
の
平
準
化
や
、
世
代

間
の
負
担
の
均
衡
を
図
る
と
い
っ
た
便
利
な
機
能
を
有

す
る
一
方
、
将
来
に
わ
た
る
債
務
で
あ
る
た
め
、
安
易

に
発
行
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

今
年
度
の
減
収
補

債
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
る
財
政
負
担
や
各
団
体
に
お
け
る
収
入
の
減

少
を
補
う
た
め
の
緊
急
措
置
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
地
方
債
の
発
行
に
関
し
て
は
、
制
度

を
熟
知
し
た
上
で
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
し
っ
か
り

と
し
た
説
明
が
果
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

※（一般財団法人　地方財務協会「地方財政　2021. 2」より抜粋）
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第
１　
は
じ
め
に

　
近
年
、
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
化
（Internet of 

T
hings

、「IoT

」
と
呼
称
）
を
は
じ
め
と
す
る
、
情
報

技
術
の
分
野
に
お
い
て
著
し
い
技
術
革
新
が
見
ら
れ
、

我
々
を
と
り
ま
く
社
会
の
在
り
方
を
大
き
く
変
え
つ
つ

あ
る
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
に

お
い
て
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
活
用
な
ど
に
よ
り
、
デ
ジ
タ

ル
化
が
一
層
進
み
つ
つ
あ
る
。

　
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体

で
情
報
シ
ス
テ
ム
に
差
異
が
あ
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
諸
課
題
を
解
決
し
、
デ

ジ
タ
ル
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
は

行
政
の
み
な
ら
ず
、
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
る
べ
く
、
デ
ジ
タ
ル
社
会

の
形
成
に
関
す
る
施
策
を
迅
速
か
つ
重
点
的
に
推
進
す

る
新
た
な
司
令
塔
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
（
仮
称
）
を
設

置
す
る
方
針
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実

現
に
向
け
た
改
革
の
基
本
方
針
」（
二
〇
二
〇
年
十
二

月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
目
指
す
べ
き

社
会
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
「
デ
ジ
タ
ル
の
活
用
に
よ
り
、

一
人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
、
多
様
な
幸
せ
が
実
現
で
き
る
社
会
～
誰
一

人
取
り
残
さ
な
い
、
人
に
優
し
い
デ
ジ
タ
ル
化
～
」
が

示
さ
れ
た
。
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
の
た
め
に
は
、
住

民
に
身
近
な
行
政
で
あ
る
市
町
村
の
役
割
は
重
要
で
あ

り
、
自
治
体
Ｄ
Ｘ
を
推
進
す
る
意
義
は
大
き
い
と
さ
れ

て
い
る
。

行政のデジタル化とマイナンバー

Society5.0 推進課主事（情報企画担当）　矢　部　裕　介

　
本
稿
は
、
今
後
全
国
的
に
進
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
、

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
そ
れ
に
関
連
す
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
等
の
概
要
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
で
、
現
状

の
課
題
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

第
２　
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
の

　
　
　

概
要
に
つ
い
て

１
　
自
治
体
に
お
け
る
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
に
つ
い
て

　
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
デ
ジ
タ
ル
基
盤
の
あ
り
方
を
含
め
、

抜
本
的
な
改
善
を
図
る
と
さ
れ
て
い
る
「
デ
ジ
タ
ル
・

ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
」（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
二
十

五
日
閣
議
決
定
）
に
は
自
治
体
に
関
連
す
る
施
策
も
多

く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
施
策
を
効
果
的
に
実
行
す
る
た
め
に
は
、

自
治
体
全
体
と
し
て
、
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
た
め
、
総
務
省
に
お
い
て
、「
デ
ジ
タ
ル
・
ガ

バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
」
に
お
け
る
各
施
策
に
つ
い
て
、

自
治
体
が
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
及
び
内
容
を

具
体
化
し
、
総
務
省
及
び
関
係
省
庁
の
支
援
施
策
等
を

と
り
ま
と
め
た
「
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
」
が
策
定
さ

れ
た
。

　「
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
」
の
重
点
取
組
事
項
は
次

の
六
つ
で
あ
る
。

（
１
）　
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・
共
通
化

（
２
）　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進

（
３
）　
自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
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（
４
）　
自
治
体
の
Ａ
Ｉ
・
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
利
用
促
進

（
５
）　
テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進

（
６
）　
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
徹
底 

　
な
お
、
計
画
の
対
象
期
間
は
二
〇
二
一
年
一
月
か
ら

二
〇
二
六
年
三
月
で
あ
る
。

第
３　
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
と

　
　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

１
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
①
公
平
・
公
正
な
社
会
の

実
現
、
②
国
民
の
利
便
性
の
向
上
、
③
行
政
の
効
率
化

を
目
的
と
し
て
、
社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
策
の
分
野

で
効
率
的
に
情
報
を
管
理
し
、
複
数
の
機
関
が
保
有
す

る
個
人
の
情
報
が
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

①
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
に
お
い
て
は
、
所
得
状

況
等
が
把
握
し
や
す
く
な
り
、
税
や
社
会
保
障
の
負
担

を
不
当
に
免
れ
る
こ
と
や
不
正
受
給
の
防
止
、
さ
ら
に

本
当
に
困
っ
て
い
る
方
へ
の
き
め
細
か
な
支
援
が
可
能

に
な
る
。

②
国
民
の
利
便
性
の
向
上
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
、

市
区
町
村
役
場
、
税
務
署
、
社
会
保
険
事
務
所
な
ど
複

数
の
機
関
を
回
っ
て
書
類
を
入
手
し
、
提
出
す
る
と
い

う
手
続
き
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
活
用
す
る
こ
と

に
よ
り
課
税
証
明
書
な
ど
の
添
付
書
類
が
削
減
さ
れ
る

な
ど
の
恩
恵
が
あ
る
。

③
行
政
の
効
率
化
に
お
い
て
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体

等
で
の
手
続
で
、
個
人
番
号
の
提
示
、
申
請
書
へ
記
載

す
る
こ
と
な
ど
で
、
こ
れ
ま
で
相
当
な
時
間
が
か
か
っ

て
い
た
情
報
の
照
合
、
転
記
等
に
要
す
る
時
間
・
労
力

が
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
手
続
が
正
確
で
ス
ム
ー
ズ
に
な

る
な
ど
の
恩
恵
が
あ
る
。

　
本
制
度
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
以
降
、
住
民
票
を

有
す
る
方
に
十
二
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

が
通
知
さ
れ
、
平
成
二
十
八
年
一
月
か
ら
税
・
社
会
保

障
の
分
野
な
ど
に
順
次
利
用
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

２
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
概
要
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
交

付
さ
れ
、
個
人
番
号
を
証
明
す
る
書
類
や
本
人
確
認
の

際
の
公
的
な
本
人
確
認
書
類
と
し
て
利
用
で
き
る
ほ
か
、

様
々
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
二
十
八
年

一
月
か
ら
交
付
が
開
始
さ
れ
、
交
付
手
数
料
は
、
当
面

の
間
無
料（
本
人
の
責
に
よ
る
再
発
行
の
場
合
を
除
く
）

と
な
っ
て
い
る
。

表
面
に
は

・
氏
名

・
住
所

・
生
年
月
日

・
性
別

・
顔
写
真

・
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
の
記
載
欄

・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
コ
ー
ド

・
サ
イ
ン
パ
ネ
ル
領
域
（
券
面
の
情
報
に
修
正
が
生
じ

た
場
合
、
そ
の
新
し
い
情
報
を
記
載
（
引
越
し
た
際

の
新
住
所
な
ど
））

・
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

が
記
載
さ
れ
、個
人
番
号
は
裏
面
に
記
載
さ
れ
る
。（
図

２
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ

の
利
用
箇
所
が
あ
る
。

（
１
）　
カ
ー
ド
券
面
に
よ
る
利
用
（
個
人
番
号
）

　
表
面
は
金
融
機
関
等
本
人
確
認
の
必
要
な
窓
口
に
お

い
て
本
人
確
認
書
類
と
し
て
、
ま
た
裏
面
は
個
人
番
号

（図１）　画像出典：内閣府ホームページ（ マイナンバー（社

会保障・税番号制度））
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の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
際
に
使
用
で
き
る
。

　
就
職
、
転
職
、
出
産
育
児
、
病
気
、
年
金
受
給
、
災

害
等
、
多
く
の
場
面
で
個
人
番
号
の
提
示
が
必
要
な
際
、

通
知
カ
ー
ド
で
あ
れ
ば
、
運
転
免
許
証
や
旅
券
等
他
の

本
人
確
認
書
類
が
必
要
と
な
る
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
一
枚
で
番
号
確
認
と
本
人
確
認
が

可
能
と
な
る
。

（
２
）　
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
の
空
き
領
域
の
利
用

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
は
空
き
領

域
が
あ
る
。
こ
の
領
域
は
、
市
町
村
・
都
道
府
県
等
は

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
、
ま
た
国
の
機
関
等
は
総
務
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
サ
ー

ビ
ス
が
可
能
と
な
る
。

（
３
）　
電
子
証
明
書
の
利
用
（
署
名
用
電
子
証
明
書
、

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
、「
署

名
用
電
子
証
明
書
」
と
「
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
」

の
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
二
つ
の
電
子
証
明

書
が
標
準
的
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
。

　「
署
名
用
電
子
証
明
書
」
は
、氏
名
、住
所
、生
年
月
日
、

性
別
の
四
情
報
が
記
載
さ
れ
、e-T

ax

の
確
定
申
告
な

ど
電
子
文
書
を
送
信
す
る
際
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　「
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
」
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
や
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
利
用
時
等
、
本
人
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
際
に
そ
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
電
子
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
八
年
一
月
か
ら
総
務
大
臣
が
認
め
る
民
間
事
業
者
も

使
用
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

３
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
に
つ
い
て

　
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
に
は
重
点
取
組
事
項
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
る
上
で
は
、
住
民
の
本
人
確
認
を

オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
市
町
村
長

に
よ
る
確
か
な
本
人
確
認
を
経
て
発
行
さ
れ
て
い
る
最

高
位
の
本
人
確
認
ツ
ー
ル
で
あ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
普
及
が
デ
ジ
タ
ル
化
に
は
必
要
と
さ
れ
、
重
点
取

組
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。

　
取
組
の
方
針
と
し
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交

付
円
滑
化
計
画
に
基
づ
き
、
出
張
申
請
受
付
な
ど
の
積

極
的
な
実
施
や
臨
時
交
付
窓
口
の
開
設
、
土
日
開
庁
な

ど
の
実
施
に
よ
り
交
付
体
制
を
充
実
さ
せ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

　
そ
れ
に
伴
う
国
の
主
な
支
援
策
等
は
次
の
五
項
目
で

あ
る
。

①
令
和
三
年
四
月
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
申
請
を
行
っ
た
方
ま
で
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
付
与
の

対
象
と
す
る
。

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
各
種
カ
ー
ド
等

の
デ
ジ
タ
ル
化
等
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ

ン
ト
実
行
計
画
に
お
け
る
「
国
・
地
方
デ
ジ
タ
ル
化

指
針
」
や
工
程
表
に
基
づ
い
て
推
進
す
る
。

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
利
便
性
向
上
の
た
め
、
法
改

正
を
行
う
。

　
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
の
発
行
・

更
新
等
を
、
住
所
地
市
町
村
が
指
定
し
た
郵
便
局

に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

　
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
電
子
証
明
書
の
搭
載
を
可

能
と
す
る
。

④
臨
時
交
付
窓
口
設
置
に
対
す
る
補
助
を
増
額
す
る
と

と
も
に
、
出
張
申
請
受
付
宣
伝
費
用
や
集
客
に
要
す

る
経
費
を
新
た
に
補
助
対
象
に
追
加
す
る
。

⑤
市
区
町
村
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
事
務
に
必
要

な
人
件
費
の
増
や
窓
口
の
増
設
に
要
す
る
経
費
に
加

（図２）　画像出典：総務省ホームページ（マイナンバーカード）



45　2021.6 AWA no JICHI No.98

Business corner

え
、
新
た
に
郵
便
局
に
電
子
証
明
書
の
発
行
・
更
新

等
を
委
託
す
る
経
費
に
対
し
て
補
助
す
る
。

４
　
本
県
で
の
動
き
（
取
組
な
ど
）

　
本
県
で
は
、
県
立
図
書
館
の
貸
出
カ
ー
ド
と
し
て
利

用
で
き
る
環
境
を
整
え
て
、
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
令
和
二
年
度
に
は
、
国
の
マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
と
連
動
し
て
、
県
独
自
の
プ
レ
ミ
ア

ム
ポ
イ
ン
ト
事
業
を
令
和
二
年
九
月
か
ら
令
和
三
年
二

月
ま
で
実
施
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
普
及
促
進
を

図
っ
た
。

　
市
町
村
に
お
い
て
も
、
県
と
連
携
し
た
普
及
促
進

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
団
体
ご
と
に
状

況
は
異
な
る
が
、
休
日
交
付
や
、
出
張
申
請
受
付
な
ど

の
取
組
を
展
開
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促

進
に
努
め
て
い
る
。

５
　
自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

　
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
に
お
け
る
重
点
取
組
事
項
で

あ
る
、「
自
治
体
の
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
」

で
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
利
便
性
の
向
上
を
国
民
が

早
期
に
享
受
で
き
る
よ
う
に
し
、
二
〇
二
二
年
末
に
、

原
則
、
全
自
治
体
で
、
住
民
の
利
便
性
向
上
に
資
す
る

手
続
き
に
つ
い
て
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
を
可
能

と
す
る
こ
と
な
ど
が
取
組
方
針
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活
用
し
、

全
自
治
体
と
の
接
続
環
境
の
整
備
を
二
〇
二
一
年
度
上

半
期
よ
り
開
始
す
る
な
ど
を
国
が
支
援
し
、
進
め
て
い

く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
進
み
、
オ

ン
ラ
イ
ン
で
完
結
す
る
手
続
き
が
増
え
、
利
便
性
が
高

ま
れ
ば
、
利
用
者
が
増
え
、
自
治
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
が

進
む
こ
と
に
つ
な
が
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
の
恩
恵
と
し
て

は
、
住
民
の
利
便
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
と
共
に
、
自

治
体
の
職
員
の
業
務
負
担
の
軽
減
が
見
込
ま
れ
る
。

第
４　
お
わ
り
に

　
こ
の
た
び
、
令
和
三
年
度
に
は
健
康
保
険
証
と
し
て

利
用
が
は
じ
ま
り
、
令
和
六
年
に
は
運
転
免
許
証
と
の

一
体
化
が
予
定
さ
れ
る
な
ど
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

は
、
こ
れ
ま
で
に
増
し
て
、
日
常
生
活
で
欠
か
せ
な
い

ツ
ー
ル
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
実
な
本
人
確
認
が
で
き
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
す
れ
ば
、
感
染
症
拡
大

や
災
害
発
生
時
に
お
い
て
も
、
行
政
手
続
を
非
対
面
か

つ
迅
速
に
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
進
展
と
と

も
に
、
マ
イ
ナ
バ
ー
カ
ー
ド
の
活
用
が
広
が
る
こ
と
で
、

住
民
生
活
の
利
便
性
が
向
上
し
、
ス
マ
ー
ト
な
生
活
環

境
が
実
現
す
る
よ
う
努
力
し
た
い
。

参
考
文
献

「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
改
革
の
基
本
計

画 

（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
）」
閣
議
決
定

「
自
治
体
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ

Ｘ
）
推
進
計
画
（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
）」
総

務
省

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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は
じ
め
に

　
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
、

地
方
移
住
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
移
住
交
流
の

取
組
み
は
、
人
口
減
少
の
克
服
と
東
京
一
極
集
中
の
是

正
に
よ
る
地
方
創
生
に
向
け
、
新
し
い
人
の
流
れ
を
生

み
出
す
「
と
く
し
ま
回
帰
」
を
推
進
す
る
上
で
、
重
要

な
施
策
で
あ
る
。

　
徳
島
県
の
県
外
か
ら
の
移
住
者
数
は
、
平
成
二
十
七

年
度
の
六
一
二
人
か
ら
、
令
和
元
年
度
は
一
、
八
四
四

人
と
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
（
表
１
）。

調
査
目
的

　
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
で
は
、
移
住
交
流
の
推
進

を
「
Ｖ
Ｓ
東
京
と
く
し
ま
回
帰
総
合
戦
略
」
や
「
徳
島

県
西
部
圏
域
振
興
計
画
」
の
最
重
要
施
策
に
位
置
づ
け
、

こ
れ
ま
で
移
住
交
流
フ
ェ
ア
や
移
住
体
験
ツ
ア
ー
の
開

催
な
ど
、
に
し
阿
波
の
魅
力
発
信
や
体
験
交
流
の
場
の

提
供
に
努
め
て
き
た
。

　
し
か
し
、
令
和
二
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
に
よ
り
、
従
来
の
よ
う
な
活
動
が
展
開
で
き

な
い
た
め
、
移
住
者
の
現
状
や
行
政
へ
の
要
望
な
ど
現

場
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
施
策
推

進
に
活
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
に
し
阿
波
地
域
の

二
市
二
町
と
連
携
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

調
査
方
法
に
つ
い
て

　
に
し
阿
波
地
域
（
美
馬
市
、
三
好
市
、
つ
る
ぎ
町
及

び
東
み
よ
し
町
）
の
令
和
元
年
度
転
入
者
の
う
ち
、
約

六
四
〇
世
帯
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
郵
送
し
、
返
信
用

封
筒
に
て
回
収
し
た
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
、
会
社
都
合
に
よ
る
転
勤
、

進
学
、
施
設
入
所
を
理
由
と
す
る
者
を
「
転
入
者
」、

そ
れ
以
外
の
理
由
で
転
入
し
た
者
を「
移
住
者
」と
し
た
。

調
査
結
果
に
つ
い
て

１
　
回
答
者
の
内
訳

　
回
答
率
は
、
約
三
割
（
二
九
・
二
％
）
で
あ
っ
た
。

　
回
答
者
は
、
集
計
で
き
な
い
も
の
を
除
く
と
、
転
入

者
が
三
割
、
移
住
者
が
七
割
で
あ
っ
た
（
表
２
）。

移住者アンケート調査について

西部総合県民局地域創生観光部主事（にし阿波振興担当）　瀧　本　雅　志

表１　徳島県の移住者数（県外）

年　度 移住者数
うち、に
し阿波

平成27年度 612人 145人

平成28年度 842人 175人

平成29年度 1,200人 234人

平成30年度 1,402人 234人

令和元年度 1,844人 258人

表２　回答者の内訳

送付数 637世帯

回答数 186世帯

うち、転入者 54世帯

うち、移住者 126世帯

うち、その他
（記入不備など）

６世帯

回 答 率 29.2％
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２
　
移
住
者
の
内
訳

（
１
）　
移
住
前
の
居
住
地

　
県
外
か
ら
の
移
住
者
（
以
下
、「
県
外
移
住
者
」
と

い
う
。）
は
七
六
世
帯
（
一
六
都
府
県

：

七
二
世
帯
、

海
外

：

二
世
帯
、
未
記
載

：

二
世
帯
）、
県
内
か
ら
の
移

住
者
（
以
下
、「
県
内
移
住
者
」
と
い
う
。）
は
五
〇
世

帯
で
あ
り
、県
外
移
住
者
が
約
六
割
を
占
め
た
（
図
１
）。

　
県
外
移
住
者
の
都
道
府
県
別
内
訳
は
、
大
阪
府
が
二

〇
世
帯
（
二
六
・
三
％
）
で
最
も
多
く
、
次
い
で
香
川

県
と
愛
媛
県
の
八
世
帯
（
一
〇
・
五
％
）
で
あ
っ
た
。

　
地
域
別
で
は
、
首
都
圏
（
東
京
都
・
神
奈
川
県
・
埼

玉
県
・
千
葉
県
）
十
一
世
帯
（
一
四
・
五
％
）、近
畿
（
滋

賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
）
二
七
世
帯
（
三

五
・
五
％
）、四
国
（
徳
島
県
以
外
）
一
八
世
帯
（
二
三
・

七
％
）
で
あ
り
、北
海
道
・
東
北
は
い
な
か
っ
た
（
図
２
）。

（
２
）　
移
住
者
の
年
齢
（
世
帯
の
代
表
者
）

　
年
齢
構
成
は
、
県
外
移
住
者
と
県
内
移
住
者
と
も
六

〇
歳
以
上
の
割
合
が
最
も
高
く
、
両
者
を
合
わ
せ
た
移

住
者
全
体
（
以
下
、「
に
し
阿
波
移
住
者
」
と
い
う
。）

で
は
、
六
〇
歳
以
上
に
次
い
で
三
〇
歳
代
、
四
〇
歳
代

の
順
に
高
か
っ
た
（
図
３
、
図
４
）。

３
　
移
住
者
の
回
答

（
１
）　
移
住
に
当
た
り
重
視
し
た
こ
と
（
複
数
回
答
）

　
重
視
す
る
上
位
項
目
は
、
県
外
移
住
者
、
県
内
移
住

者
と
も
共
通
し
て
お
り
、
に
し
阿
波
移
住
者
で
は
、「
住

ま
い
」
四
二
・
九
％
、「
仕
事
」
二
三
・
八
％
、「
自
然

環
境
」
一
七
・
五
％
の
順
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
他
内
訳
で
は
、【
実
家
十
二
人
】、【
地
元
・
実

家
に
近
い
六
人
】
と
故
郷
回
帰
に
関
す
る
項
目
が
約
六

割
を
占
め
た
。

　
ま
た
、「
住
ま
い
」
は
県
外
移
住
者
三
一
・
六
％
、

県
内
移
住
者
六
〇
・
〇
％
と
移
住
前
の
居
住
地
で
差
が

見
ら
れ
た
（
図
５
、
図
６
）。

■首都圏

■東海

■北陸

■近畿

■中国

■四国

■九州

■海外

■未回答

■県外

■県内

60.3％

39.7％

14.5％

13.2％

35.5％

23.7％

3.9％

2.6％
2.6％

1.3％

2.6％

図 1　移住前の居住地（％）

図 2　県外移住者の内訳（％）

■30歳未満

■30歳代

■40歳代

■50歳代

■60歳以上

■未回答

■30歳未満

■30歳代

■40歳代

■50歳代

■60歳以上

24％

16％

18％

12％

1％

29％

12％

22％

18％

28％

20％

図 3　県外移住者の年齢構成（％）

図 4　県内移住者の年齢構成（％）

仕事

住まい

自然環境

交通環境

教育環境

福祉環境

支援体制

地域交流

その他

5人 10人 15人 20人 25人 30人 35人

11人

30人

10人

4人

10人

3人

5人

5人

8人

人

仕事

住まい

自然環境

交通環境

教育環境

福祉環境

支援体制

地域交流

その他

5人 10人 15人 20人 25人 30人

19人

24人

7人

4人

12人

3人

7人

5人

22人

人

図 6　県内移住者が重視したこと（回答者実数：50） 図 5　県外移住者が重視したこと（回答者実数：76）
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（
２
）　
移
住
し
て
良
か
っ
た
こ
と
や
新
た
に
発
見
し
た

魅
力
（
複
数
回
答
）

　
県
外
移
住
者
、
県
内
移
住
者
と
も
「
特
に
な
し
」
と

の
回
答
が
過
半
数
を
超
え
た
。      

　
に
し
阿
波
移
住
者
で
は
、「
特
に
な
し
」
五
五
・
一
％
、

「
自
然
環
境
に
関
す
る
こ
と
」
二
一
・
七
％
、「
人
に
関

す
る
こ
と
」
一
四
・
五
％
の
順
に
多
か
っ
た
（
図
７
）。

（
３
）　
移
住
後
に
感
じ
た
不
便
な
こ
と
や
困
っ
た
こ
と

（
複
数
回
答
）

　
に
し
阿
波
移
住
者
で
は
、「
交
通
環
境
」
四
八
・
五
％
、

「
仕
事
」
三
六
・
一
％
、「
教
育
環
境
」
一
九
・
六
％
の

順
に
多
か
っ
た
。

　「
交
通
環
境
」
は
県
外
移
住
者
、
県
内
移
住
者
と
も

回
答
数
が
最
大
で
あ
っ
た
。「
仕
事
」
は
県
外
移
住
者

四
六
・
二
％
、
県
内
移
住
者
一
五
・
六
％
と
約
三
倍
の

開
き
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
他
内
訳
で
は
、【
大
き
な
店
が
な
い
】、【
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
で
き
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
】
な
ど
、「
買
い
物

の
利
便
性
」
に
関
す
る
回
答
が
多
か
っ
た
（
図
８
）。

（
４
）　
行
政
や
地
域
へ
の
要
望
（
複
数
回
答
）

　
に
し
阿
波
移
住
者
の
要
望
は
、「
就
業
情
報
の
充
実
」

と
「
補
助
制
度
の
充
実
」
が
最
も
多
か
っ
た
。「
相
談

体
制
の
整
備
・
充
実
」
は
、
県
外
移
住
者
三
一
・
九
％

に
対
し
、
県
内
移
住
者
四
・
〇
％
と
差
が
見
ら
れ
た
。

　
具
体
的
な
要
望
内
容
は
、
補
助
制
度
で
は
【
不
妊
治

療
費
の
補
助
拡
大
】、【
赤
ち
ゃ
ん
を
見
て
も
ら
え
る

施
設
・
制
度
の
拡
充
】
な
ど
「
子
供
に
関
す
る
こ
と
」、

情
報
発
信
で
は
【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
】
な
ど
「
Ｓ

Ｎ
Ｓ
に
関
す
る
こ
と
」
が
多
か
っ
た
（
図
９
）。

10人 20人 30人 40人

15人

10人

7人

1人

7人

2人

自然環境に関すること（空気が良い、自然を通しての遊び等）

人に関すること（地域の方が親切、家族が近くにいる等）

利便性に関すること（通勤が近い、便利なものがある）

教育環境に関すること（子育て環境が充実）

生活環境に関すること（時間に追われずゆったり感）

物価に関すること（生活費が安くなった気がする）

特になし 38人

人

仕事

住まい

自然環境

交通環境

教育環境

福祉環境

支援体制

地域交流

その他

10人 20人 30人 40人 50人 60人

35人

17人

47人

7人

8人

19人

15人

12人

55人

人

20人 25人 30人5人 10人 15人

23人補助制度の充実

20人住まい情報の充実

24人就業情報の充実

3人移住者交流会の開催

11人情報発信

16人相談体制の整備・充実

1人移住体験ツアーの実施

その他 25人

人

図 7　移住して良かったことや新たに発見した魅力（回答者実数：69）

図 8　移住後に感じた不便なことや困ったこと（回答者実数：97）

図 9　行政や地域への要望（回答者実数：72）
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（
５
）　
移
住
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
・
交
流
会
等
へ
の
参

加
に
つ
い
て

　
参
加
希
望
者
は
、
県
外
移
住
者
一
九
・
七
％
、
県
内

移
住
者
四
・
〇
％
と
差
が
見
ら
れ
た
（
表
３
）。

考　

察

　
に
し
阿
波
移
住
者
は
、
移
住
に
当
た
り
「
住
ま
い
・

仕
事
・
自
然
環
境
」（
以
下
、「
優
先
項
目
」
と
い
う
。）

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
移
住
希
望
者
に
は
「
空

き
家
の
紹
介
」、「
就
業
情
報
」、「
に
し
阿
波
の
魅
力
」

な
ど
を
セ
ッ
ト
で
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
地
方
移
住
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
中
で
、

先
輩
移
住
者
の
声
は
移
住
希
望
者
の
行
動
に
も
影
響
す

る
た
め
、
移
住
者
が
に
し
阿
波
の
良
さ
・
魅
力
を
実
感

し
、
発
信
で
き
る
体
制
づ
く
り
も
必
要
で
あ
る
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
り
、
に
し
阿
波
の
認
知
度
向
上
、
ひ
い

て
は
、
に
し
阿
波
の
関
係
人
口
や
移
住
者
数
の
増
加
が

期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
移
住
後
に
感
じ
た
不
便
な
こ
と
や
困
っ
た
こ

と
（
以
下
、「
課
題
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
に
し

阿
波
移
住
者
の
約
半
数
が
「
交
通
環
境
」
を
挙
げ
た
。

地
域
活
性
化
の
大
切
な
要
素
と
し
て
、
各
市
町
の
公
共

交
通
活
性
化
協
議
会
と
の
情
報
共
有
や
具
体
的
な
ニ
ー

ズ
の
把
握
が
重
要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
優
先
項
目
に
つ
い
て
、
に
し
阿
波
移
住

者
の
重
視
割
合
と
課
題
割
合
を
比
較
す
る
と
、「
仕
事
」

の
み
課
題
割
合
が
高
か
っ
た
。
特
に
、
県
外
移
住
者
の

四
六
％
が
課
題
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
行
政
や
地
域
に

対
し
て
の
要
望
で
は
「
就
業
情
報
の
充
実
」
が
最
多
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
今
後
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
に
よ
る
雇
用
環
境
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
に
し
阿
波
へ
の
移
住
を
促
進
す
る
上
で
は
、
仕

事
対
策
（
就
業
支
援
）
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

　
に
し
阿
波
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
で
は
、
令
和
二

年
十
一
月
に
発
足
し
た
「
に
し
阿
波
就
農
・
移
住
応
援

隊
」
を
核
と
し
た
雇
用
型
農
業
研
修
を
行
い
、
就
農
・

移
住
者
一
人
一
人
に
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
を
結
成
す
る
な

ど
、
き
め
細
か
い
継
続
的
支
援
を
実
施
し
て
い
る
。
就

業
情
報
と
し
て
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発
信
す
る
と
と
も
に
、
就
業
研
修
を

観
光
業
や
商
工
業
な
ど
に
も
拡
大
す
る
な
ど
、
移
住
者

が
地
域
産
業
の
多
様
な
担
い
手
（
次
世
代
人
材
）
と
な

る
よ
う
、
行
政
機
関
・
関
係
団
体
等
が
連
携
し
た
継
続

的
な
取
り
組
み
を
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
イ
ベ
ン
ト
や
交
流
会
に
つ
い
て
は
、
県
外
移
住
者
の

二
割
が
参
加
し
た
い
と
の
意
向
で
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン

交
流
会
も
含
め
、
移
住
者
が
交
流
で
き
る
場
を
創
出
し
、

移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
や
地
元
企
業
と
の
新

た
な
事
業
展
開
な
ど
に
よ
り
、
移
住
者
の
定
住
化
に
繋

げ
て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

　
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
、
地
方
へ
の
移
住

は
、
魅
力
的
な
こ
と
も
あ
る
が
、
公
共
交
通
の
利
便
性

や
就
業
支
援
な
ど
、
課
題
も
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
今
後
も
さ
ら
な
る
ニ
ー
ズ
把
握
を
行
い
、
課

題
解
決
に
向
け
て
、
に
し
阿
波
な
ら
で
は
の
取
り
組
み

を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　
最
後
に
、
に
し
阿
波
の
魅
力
・
特
長
を
ま
と
め
た
一

分
動
画
な
ど
関
連
情
報
を
添
付
す
る
の
で
、
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
。

雇用型農業研修のご案内

表３　アンケート回答者の内訳

回答者
うち、参加

希望
割　合

県外移住者 76世帯 15世帯 19.7％

県内移住者 50世帯 ２世帯 4.0％

合　計 126世帯 17世帯 13.5％

「☆徳島・にし阿波へカモ～ン！」動画
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　⑷　ふるさと回帰対策事業助成

　県と市町村で組織する「とくしま」ふるさと回帰推進協議会が実施する、ふるさと回

帰対策事業に係る市町村の負担金に対して助成しました。

　　　 ● 助成額：2,000,000円

４．市町村の振興に関する情報提供事業

　⑴　各種発行冊子

　阿波の自治、市町村要覧、市町村財政概要、市町村税務統計書を発行し、各関係機関

へ配布しました。

　⑵　ホームページの公開

　当協会の事業概要及び予算、決算等最新情報をホームページで公開しました。

　⑶　広報宣伝事業の実施

　サマージャンボ宝くじ及びハロウィンジャンボ宝くじの売上増強を図るため、発売期

間に合わせて、公共交通機関へのポスター掲示、ノベルティの製作・配布等、広報宣伝

事業を実施しました。

　また、平成30年度から宝くじ公式サイトにおいて開始された宝くじのインターネッ

ト販売について、周知を行うとともに、全国市町村振興協会が主体となって行うサイト

会員の増加に向けた市町村広報誌への広告掲載についての取り組みに対し、協力を行い

ました。

　こちらで紹介している内容は概要となっておりますので、貸付実績や助成金等の詳細

については、ホームページの事業報告書をご覧ください。

　　ホームページアドレス　https://tokushima-shinkou.ict-tokushima.jp/

令和３年度市町村振興宝くじの発売案内

サマージャンボ宝くじ、ハロウィンジャンボ宝くじの
収益金は、徳島県内の販売実績等に応じて交付され、
市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

宝くじは、徳島県内
の宝くじ売り場でお
買い求めくださいま
すようお願いします。

サマージャンボ宝くじ
１等・前後賞合わせて７億円
（１等５億円、前後賞各１億円）
　サマージャンボミニ
１等・前後賞合わせて５千万円
（１等３千万円、前後賞各１千万円）
　発売期間
７月13日（火）～８月13日（金）まで

ハロウィンジャンボ宝くじ
ハロウィンジャンボミニ
　発売期間
９月22日（水）～10月22日（金）まで
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　当協会は、徳島県内の市町村の健全な発展を図るために、市町村振興宝くじの収益金等を

活用し、市町村の財政支援のための貸付事業等市町村を支援する各種事業を行っております。

令和２年度に実施した事業の概要を下記でご紹介します。

１．市町村に対する資金貸付事業

　市町村が行う災害対策事業や緊急に整備を必要とする施設等整備事業に対し、貸付を実

施しました。

　　 ● 貸付日：令和２年５月22日

　　 ● 貸付団体及び件数：延べ13団体80事業　　内訳　全国協会資金　４団体12事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方協会資金　９団体68事業

　　 ● 貸付総額：2,374,300,000円　　　　　　　内訳　全国協会資金　　456,300,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方協会資金　1,918,000,000円

２．市町村振興宝くじ交付金交付事業

　徳島県から交付されたハロウィンジャンボ宝くじ収益金交付金を市町村に交付しました。

交付された収益金は、高齢化・少子化対応をはじめ、芸術・文化の振興、災害対策、地域

経済の活性化、環境保全など総務省令で定める事業に活用されています。

　　 ● 交付総額：113,220,000円

　　 ● 交付基準：均等割50％、人口割50％

３．市町村振興事業助成

　市町村に対し、下記の事業に対して助成しました。

　⑴　とくしま地域づくり推進事業助成

　市町村が行う国際化の推進、少子高齢化対策、災害対策、地域経済活性化等の安全

安心で魅力ある地域づくりに必要となる諸事業に対して助成しました。

　　　 ● 助成額：48,000,000円

　⑵　市町村職員等研修受講助成

　市町村アカデミー、国際文化アカデミー、建設研修センター、下水道事業団において

研修を受けた市町村職員等の研修経費等に対して助成しました。

　　　 ● 助成額：56,350円

　⑶　徳島県公立小中学校「学校業務支援システム」構築事業助成

　県と市町村が協力して行う徳島県公立小中学校「学校業務支援システム」の構築に係

る経費に対して助成しました。

　　　 ● 助成額：7,604,000円



あなたの自慢の写真を『阿波の自治』に掲載

します。徳島県内の景勝、史跡等、徳島に関

するものならテーマは問いません。

まちおこしや、むらおこしに関するあなた

の体験を手記や論文にまとめてみませんか？

詳しくは編集部までお問い合わせください。

『阿波の自治』の読者の皆さんに紹介したい

情報はありませんか？あなたのとっておきの

ニュースをお待ちしております。

「こんな特集を組んで欲しい！」「こんな情

報を知りたい！」「こんな記事にもの申す！」

など『阿波の自治』へのご意見、ご要望もお

寄せください。

阿波の自治より募集のお知らせ

写真

情報

原稿

ご意見

こちら編集部

　新型コロナウイルス感染拡大による自粛生活も１年を過ぎ、外出を控える生活に慣れてきた

ものの窮屈さを感じるようになりました。旅行や娯楽は生活に潤いを与えてくれていたんだな

と改めて痛感しています。

　先日のニュースで、コロナによる強制貯蓄（本来使われるはずだったお金が強制的に貯蓄に

回されたもの）は、約20兆円にのぼると報道されていました。驚きの数字です。まだまだアフ

ターコロナとまではいきませんが、ワクチン接種を受け、対策をしっかりしたうえで、強制貯

蓄分の経済を回すべく、外出したり美味しいものを食べたり、サマージャンボ宝くじの購入も

忘れずに、少しずつでもコロナ前の生活に戻れたらいいなと思っています。

Ｎ

Ｏ

　コロナ禍のなか、癒やしを求めてしまうのか公園や道にある花々に目が留まるのが多くなっ

た気がします。最近は色とりどりの紫陽花に癒やされています。これから夏の花も盛りになる

ので楽しみです。

　さて、今年のサマージャンボ宝くじは７月13日（火）から８月13日（金）まで発売されます。

いつでも気軽に買えるので、専らネット購入派ですが、大安や一粒万倍日など縁起を担いで、

いわゆる「良い日」にポチッと購入しています。しかし、今のところ残念ながら小当たりの経

験がありません。運が悪い時に買うのも良いと聞きます。ついてない時に厄落としの代わりに

買ってみるのも良いかも、と思ったりします。

阿波の自治
令  和  ３  年  ６  月　発 行

編集・発行　　（公財）徳島県市町村振興協会
　　　　　　〒770－0847 徳島市幸町3丁目55番地　自治会館内 4階
　　　　　　TEL（088）652－1721　 FAX（088）655－0128

編集担当　　E-mail：sh inkoukyoka i@comet .ocn .ne . jp

印　　刷　　グランド印刷株式会社
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